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(社会思想史研究の現在)

シヴイツク ･ヒューマニズムと経済学の成立

Ⅰ は じめ に

共和主義思想が近世および近代思想史におい

て果たした積極的な役割に注目しその分析を試

みることが重要な課題の一つとして認識されて

久しいが,それは当然ながら,多様な思想史や

複数の共和主義理解の存在を否定するものでは

ない｡共通理解のための論争は現在も継続中な

のである｡

その論争のなかでとりわけ本稿が注目するの

は,共和主義的言説が経済学の成立あるいはス

コットランド啓蒙思想に与えた影響に関する

議論の空回りについてである｡ この影響を積

極的に認めるジョン･ポーコック JohnG.A.

Pocockは,アダム ･スミスによる経済学の成

立,より厳密には,『道徳感情論』から 『国富

論』への移動 (このニュアンスの違いは後の議

論にとって重要)を ｢シヴイソク ･ヒューマニ

ストのパラダイムに対する応答｣として把握す

る利点を指摘 している1)｡ところがポーコック

によるこの問題設定の意味は,これまでのとこ

ろ正確 に受け止め られずに,｢シヴイツク ･

ヒューマニズム Civichumanism｣という言葉

1) I.G A Pocock,'CambrldgeparadigmsandScotch

philosophers:astudyoftherelationsbetweenthe

civichumanistandthecivilJurlSprudentlallnterpreta-

tlOnOfeighteenth-centurysoclalthought',inI.Hont

& M.Ignatieffeds.,WealthandVirtue:theshapingof

politicaleconomy m theScottishEnlightenment(Cam-

brldge,1983),p.242 (水田洋 ･杉山忠平監訳,『富 と

徳』,未来社,1990年,404ページ｡以下,CPSP と略

記｡但 し邦訳には必ず しも従っていない｡)

なお,同書全体の解説は,渡辺恵一,｢スコットラン

ド啓蒙研究の新潮流 (上)･(下)｣,『京都学園大学論集』,

14巻,1985年,234-264ページ ;15巻,1986年,218-234

ページ,が有益だが,本稿で試みるように,個々の論点

を更に踏み込んで分析する必要がある｡

竹 揮 祐 丈

だけが独 り歩きをしている｡ つまりその概念を

自らがどのように理解 したのかを示さないまま,

個々の研究者が,肯定的あるいは否定的に,そ

の概念に言及するという奇妙な状況が生み出さ

れている2)｡

従来,この不可思議な研究状況の原因は,シ

ヴイツク ･ヒューマニズム概念が ｢日本語にな

りにくい用語｣3)であることや概念規定自体の

複雑さに求められてきたが,より根本的な要因

は,その概念と,言説史としての思想史を提唱

するポーコックの意図との関連が必ずしも充分

に理解されていない点にあるのではないか｡管

見によれば,この概念が設定された目的は,共

和主義的 ･古典市民的自律 (-特定の空間にお

ける人格的完成としての自律の理念)と,それ

に関連する特定の語嚢とが歴史的に用いられて

きたこと (言説としての連続性)と,その含意

の適時的変化 (指示内容の不連続性)とを統一

的に論じながら,異なる時代と社会の言語慣習

構造の相違 とその動態変化の解明を思想史の

課題 として明確化することであった｡この説

明のために,シヴイソク ･ヒューマニズムだけ

2) 例えば以下を参照せよ,有江大介,｢アダム ･スミス

ー穏健派とケイムズとシヴイソク･ヒューマニズムー｣,

『経済学史学会年報』,33号,1995年,1-12ページ ;田

中秀夫,『スコットランド啓蒙思想史研究一文明社会と

国利-』,名古屋大学出版会,1991年 ;田中正司,『アダ

ム ･スミスの自然法学-スコットランド啓蒙と経済学の

誕生-』,御茶の水書房,1998年,第 1部,第 1章 ;新

村聡,『経済学の成立-アダム ･スミスと近代自然法学

-』,御茶の水書房,1994年,第 1章 と補論 ;Knud

Haakonssen,Naturallaw andmoralphilosophy:From

GrotiustotheScottishEnlightenment(Cambridge,1996),

ch.2,EdwardJHarpham,'Liberalism,CIVIChumanl

Ism,andthecaseofAdam Smith',AmmcanPolitical

ScienceReview,78(1984),7641774.

3) 天羽康夫,｢書評｣,『経済学史学会年報』,37号,2000

年,144ページ｡この書評の妥当性に関しては後述する｡
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でなく,マキヤヴェッリアン･モーメントthe

Machiavellianmomentやパラダイム paradigm

の用語が,異なる機能を持たされて用いられて

いる｡したがって,これらの用語は,その機能

的差異や相互関係の理解を伴ってはじめて意味

を持つのであり,そしてこれを踏まえてこそ,

一般的にはポーコックの思想史が目指すものを,

そして個別的には本稿で取 り上げる,共和主義

的言説と経済学の成立との関係に関する彼の主

張を理解することを可能とするのである｡

そこで本稿は,シヴイツク･ヒューマニズム

を中心とする関連概念の分析を行いながら,共

和主義と経済学との関係に関するポーコックの

立論の意味を明らかにする4)｡議論は次の順序

で進められる｡第一に,ポーコックのパラダイ

ム概念の分析によって,ある理念の含意の変化

を,既存の言語慣習構造を構成する諸言説の組

み換えの結果として把握することを,その思想

史が課題とすることを明らかにする｡ 第二に,

その組み換えが ｢時間の政治学｣の革新によっ

て惹起されることを確認 しながら,この革新に

よって,自律の理念の理解のされ方が大きく変

化する契機の連鎖をマキヤベッリアン･モーメ

ントと呼び,そしてその連鎖の過程で生み出さ

れる共和主義的自律に関する諸解釈の合成体と

してシヴイソク ･ヒューマニズムをポーコック

が定式化していることを明らかにする｡ 第三に,

自律の理念が宗教改革期以降のイングランドの

政治動向において重要な働 きをすることを,

｢時間の政治学｣の革新 と言語慣習構造の組み

換えという枠組みによってポーコックが説明し

ていることを確認する｡ 第四に,同様の枠組み

を通 して,自律の理念の18世紀的理解が形成さ

れていく過程としてスミスの 『道徳感情論』か

ら 『国富論』への移動を説明しうるとポーコツ

4) 従って本稿は,田中秀夫,『共和主義 と啓蒙-思想史

の視野から-』, ミネルヴァ書房,1998年,で示 された

諸解釈の断片を,異なる視点から再構成することによっ

て,これまで注目されてこなかったポーコックの一面を

明らかにすることも意図 している｡よって邦語による

ポーコック理解の先駆的役割を果たした同書と併読 して

いただければ幸いである｡
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クが展望していることを明らかする｡ そして最

後に,ポーコックの議論の枠組みの応用可能性

を強調しながら,残された問題を指摘する｡

ⅠⅠ パラダイムと言語慣習構造

本節では,言説史としての思想史というポー

コックの主張を理解する上で重要なパラダイム

概念の分析によって,まずポーコックが,言説

の含意の変化を言語慣習構造を構成する諸言説

の組み換えの産物と把握していることを確認 し,

次にその組み換えの誘因を ｢時間の政治学｣の

革新に見ていることを指摘する｡ 以上によって,

ポーコックが,｢時間の政治学｣の革新による

既存の言語慣習構造の変化の把握を思想史の主

たる課題と考えていることが明らかにされる｡

まず,政治言説史として政治思想史を把握す

るというポーコックの主張が,思想史を,狭義

の歴史学や哲学に還元されえない領域として把

握することだけでなく,言説の歴史として位置

づけようとする彼自身の問題関心に由来するこ

とを確認する必要がある5)｡ポーコックによれ

ば,言説の歴史とは,理念の継承の歴史だけで

なく,特定の理念の解釈様式の変遷の歴史をも

含むのである6)｡そして,主として後者のため

に,二つの接近法を総合する必要性をポーコッ

クは強調する｡ ポーコックによれば,それは,

｢特定の社会が政治問題を論ずるために選び

取った言説の研究｣ と,｢その社会の特質や起

りつつある出来事の特質をしばしば偶然に照射

5) I.G A.Pocock,'Theoriginsofstudyofthepast:a

comparatlVeaPprOaCh',ComparativestudiesinSociety&

History,4(1962),2091246;idem/Thehistoryofpoli-

ticalthought:amethodologicalenquiry',inP.Laslett

& W.G.Runcimaneds,Philosophy,Pohtics,andSociety:

2ndseries(oxford,1962),pp.183-202;idem.,'Lan一

guageandtheirimpllCatlOnS･thetransformationofthe

studyofpoliticalthought',lnhisPolitics,I,anguage,
andT2-me:essaysOnPoliticalthoughtandhistory(Universi-

tyofChicagoPressed.,Chicago,1986),pp3-41.(以

下,PLT と略記)

6) J,G A Pocock,Virtue,Commerce,andHistory:essays

onPoliticalThoughtandHistory,ChieflyintheEighteenth

Century(Cambridge,1985),p.5.(田中秀夫訳,『徳,

商業,歴史』,みすず書房,1993年,8ページ｡以下,

vcH と略記｡但 し訳語には必ず しも従っていない｡)
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しているその言説の用例の研究｣とを組み合わ

せる思想史方法論である7)｡つまり,特定の言

説の使用が,その担い手の思想やイデオロギー

を直接的に反映しているのではないので,思想

史研究は,ある人物がいかなる言説を選んだか

だけでなく,それをどのような意味で使用して

いるのかをも自覚的に検討しなければならない｡

そこで,その方法論の実践のためには,ある

理念を抽象的に定義 した上で,時代 と社会に

よって異なるその理念の理解のされ方-表明の

され方に注目する必要がある｡ そして,この理

解のされ方-表明のされ方は,当該の時代 ･社

会に存在する言語の慣習的取り決めの下で行わ

れるにもかかわらず,各解釈者によって特定の

理念の解釈に幅があるのも事実である｡ しかし,

その幅の中心点,つまり特定の理念に関する特

定の時間と場所での帰納的に想定しうる共通理

解を見出すことは可能である｡ こうしてポー

コックは,特定の時代の特定の言語慣習構造に

おける最大公約数的な理解を中核にもちながら,

様々な解釈を伴う理念をパラダイムと呼ぶので

ある8)｡

ここでパラダイムが存在する条件をまとめる

と,次の三つになる｡ ポーコックによれば,特

定の理念がある時代の重要な理念として頻繁に

言及され (同時代的重要性),その理念に村す

る多様な解釈が存在 し (同時代的多様性),そ

して,その理念によって喚起される内容が (過

及的に見て)時間的変化を遂げていること (過

時的変化),この三要件のすべてが揃って,あ

る理念がパラダイムになっていると言い得る｡

それぞれの意味を再確認しておこう｡ まず理

念とパラダイムとは同じものではない｡ポー

コックによれば,理念の継承は人間の言語活動

によって行われるので,ある理念を理解する過

程は,解釈者自身が属する世界 ･時代の価値規

範と言語慣習の制約の中でその理念を分析しそ

の結果を表明する過程として把握することがで

7) PLT,p 104.なお強調は引用者による｡

8) この段落は,PLT,pp 14-15,CPSP,p.236.(邦訳

396ページ)による｡

きる｡ つまり,解釈活動は,｢一種の社会的な

出来事,つまりある言語慣習体系のなかでの交

信や応答の行為｣と見倣すことができるので9),

ある理念と解釈結果の間 (それが著作の場合は

原著者と解釈者の間)には,｢ある種の翻訳の

要素｣が不可避的に存在する10)｡換言すれば,

その理念が形成された社会 ･歴史的文脈の価値

規範と言語慣習構造とは,解釈者のそれとは通

常異なるものであり,その理念の抽象性が高け

れば高いほど,そして歴史的文脈の違いが大き

ければ大きいほど,理念そのものとその解釈結

果との乗離は,｢翻訳｣によって大きくならざ

るを得ない｡つまりある理念と,中核的かつ抽

象的内容を保持しつつもその解釈結果であるパ

ラダイムとは同一ではないのである｡

第二に,特定の理念に対するパラダイムは,

同時代においても複数の類似的異型を伴うのが

常態である｡ なぜならパラダイムは,ある理念

に関する特定の時代 ･社会における共通理解を

中核に持ちつつも,解釈者自身の解釈結果を発

話したものであるから,同一の時代 ･社会にお

いても,多様な解釈結果 (同時代的異型)が存

在 し得るし,また多様な解釈結果の存在が,そ

の理念に言及する同時代的妥当性をも担保 して

いるのである11)｡

第三には,解釈が時間的変化を遂げている理

念がパラダイムだと言い得る｡ ある理念が複数

の時代の重要論点として扱われ続けるとすれば,

目前の課題によって,その理念の理解のされ方

9) PLT,p15.

10) ibid.,p.7.

ll) 例えば,この点につき,ハリントンに関するポーコッ

クの説明を参照せよ｡それによれば,伝統的な君主制の

崩壊に直面したとき,｢共和主義的と呼ばれ得る多種多

様な社会理論｣のひとつとして ｢ハリントンの古典的共

和主義｣が表明されたのである (∫.G.A.Pocock∴HIS-

torlCalIntroduction',inhisedition,ThePoliticalWorks

ofJamesHarrington(Cambrldge,1977),p.15.(以下,

HIと略記))｡つまり未曾有の政治的危機にあって,そ

の原因を分析し新秩序の構想のために多くの政論家が利

用した発話形態-言説が共和主義なのであって,そこに

は,定型的な共通理解が存在したわけではない｡この意

味において,｢イングランドにおける共和主義とは,言説

languageであって,綱領 programmeなのではなかっ

た｣(lbld)｡
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が変化するのが当然である｡ もちろん,ある理

念が目前の問題を扱うにあたって有効性そのも

のを失えば,理念自体が問題視されなくなる｡

つまり,ある理念が複数の時代の人々に課題を

提供 し続けながらも含意を変化させていること

が,ある理念のパラダイムが存在する第三の条

件なのである12)｡

次に,パラダイム概念を用いて言説の含意の

変化を説明するポーコックの意図を理解するた

めに, トーマス ･クーン ThomasS.Kuhnの

パラダイム概念13)とポーコックのそれとの関係

を明確に把握する必要がある｡確かに両者はと

もに,パラダイムを,概念と理論とを制御 し,

問題の解決策だけでなく解決されるべき問題自

体をも示唆するものと概略においては定義する

が,より重要なのは両者の相違である14)｡それ

を簡潔に言うならば,クーンは,パラダイムを,

排他的 ･非併存的 ･単一の価値規範体系として,

対照的に,ポーコックは,融合 ･併存可能な複

数の言説からなる言語慣習構造に基づく言い回

しと位置づける｡ つまり,後者が ｢パラダイム

の語を厳密な言語学的な意味で定義 しており,

12) 例えば,この点につき,ハリントンに関するポーコッ

クの説明を参照せよ｡(脚注11で指摘 したように)多様

な共和主義的社会理論が存在する中でハリントンを ｢イ

ングランドにおける卓越 したシヴイソク ･ヒューマニス

トでありマキヤヴェッリ主義者 England'spremierclVic

humanlSt｣と解釈する根拠を,｢マキヤヴェッリを通 じ

て継承された言説と世界観とに関するイングランド的理

解をパラダイムにまで高めて再表明した最初の人物｣,

つまり,｢アメリカ革命とそれ以降｣の人々にその ｢パ

ラダイム的再表明｣の諸結果を提供 した点に見ている

(ibid.)o

これは後代への影響からその卓越性を論ずる解釈なの

で,この遡及性を,｢議論の循環論｣として把握 し批判

したのが,デーヴイス J,C.DavISである｡この把握自

体は,ポーコックの方法論に対する理解不足に起因する

が,この ｢循環論｣によって (見失われたもの)の把握

は的確である｡詳細は,拙稿,｢ポーコック以後のジェー

ムス ･ハリントン研究 (1)｣,『経済論叢』(京都大学),

169巻3号,2002年,27-38ページ,を参照せよ｡

13) トーマス ･クーン (中山茂訳),『科学革命の構造』,

みすず書房,1971年｡

14) 同上書,12-13ページ ;PLT,p 13 なお中山茂,｢パ

ラダイム論の展開｣,中山茂編著,『パラダイム再考』,

ミれレヴァ書房,1996年,2125ページ,は,クーンの議

論に関する解釈 Lの問題について論 じているが,ポー

コックのパラダイム論を考察するLでも参考になる｡
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クーンの定義と異なることは注意を要する｣の

である15)｡

ポーコックによれば,政治的言説は,単一目

標と統一的手法とをもつ科学者集団の場合とは

異なり,｢知的探求のための単一の統制的様式

をもつ言説｣ではない｡それは修辞法,つまり,

同一表現であっても,様々な目的のために多様

な利用が可能な言説だからである｡ 従って,

｢異なる活動を遂行 しようとする人々と,多様

な目的や価値との仲介｣を可能にする政治的修

辞法の本質は,｢同一の発話が多様な言語的機

能を同時に果たす｣点に見出し得る16)｡換言す

れば,政治的言説の発話者と聞き手とが目的や

価値を常に共有するわけではないので,同一のパラダイム
言い回しを用いたとしても,聞き手は発話者の

意図から自由に,そして自らの理解に基づいて,

その発話の特定の要素に注目するし,また逆の

事態も起こり得る｡ つまり政治的言説は,同一

の時代 ･社会においてさえ,複数の異なる受け

取られ方が可能 (より正確に言えば,発話者の

意図と受け取られ方とは完全に一致しないのが

常態)である｡ したがって特定の政治的言説と

特定の価値体系とを相即的に結びつけることや,

特定の言説が固定 した単一の含意や指示内容を

もつと仮定することは不可能である｡ またポー

コックによれば,特定の政治的言説を生み出し

た当初の価値体系が消滅 ･変化 しても,それは

全 く言語機能を失うのではなく,異なる文脈に
パラダイム

おいて言い回しとしての別の機能を期待 され

る17)｡

以上から,ポーコックは,｢パラダイム転換｣18)

と研究者によって呼ばれてきた事態に関する最

も重要な結論 (それはクーンとの最大の相違で

もある)を導き出す｡それによれば,政治的言

説における ｢パラダイム転換｣は,科学革命と

表される既存の価値規範や言説の無効化を伴う

15) 田中,『共和主義と啓蒙』,107ページ0

16) 以上は,PLT,p.17による｡強調は引用者による｡

17) 以上は,ibid.,pp.17-21による｡VCE,p.6.ff(邦訳

9ページ以降)も参照せよ｡

18) 日中,『共和主義と啓蒙』,134ページ;天羽,｢書評｣,

144ページ｡
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新価値規範-の転換ではな く,(微視的には)

同一語の含意の変化 として,(巨視的には)並

存する複数の言説か ら構成 される既存の言語慣

習構造 paradigm-structureの変化 として把握

されなければならない19)｡簡潔に言えば,パラ

ダイム概念 を用いてポーコックが意図 したのは,

クーンの ようなパ ラダイムの交代 ではな く,
パ ラ ダ イ ム

｢言い回 し [自体] の革新 paradigmaticinno-

vation｣20),つ ま り,特定の理念の理解の され

方の背景にある価値体系の変化 を,言語慣習構

造を形成する諸言説の組み換えを通 して把握す

ることである｡

したがって,新 しい (例えば,外来の)言説

による既存の言語慣習構造の変化にポーコック

が言及するとき,それは,その新言説がそのま

まの形で既存の言語慣習構造に編入 されること

を意味 しない｡それは,む しろ,新言説によっ

て既存の言語慣習構造を構成 していた個々の言

説の含意が変化 し, また逆に当該の新言説 自体

の意味 も変化することによって,微視的には,
パラダイム

解釈様式の変化に基づ く,言い回 しの含意の変

化を,巨視的には,既存の諸言説の組み換 えに

よる言語慣習構造全体の変化 を意味 しているの

である21)0

そしてこれらの変化が生ずるのは,偶然にで

はなく,ポーコックによれば,次節において分

析 されるマキヤヴェッリアン ･モーメントの特

質のひとつである,歴史的に自己を位置付ける

19) PLT,pp.23-30従って,クーンのパラダイム論だけ
を念頭に置くのであれば,確かに,パラダイム論一般の

思想史への適用が ｢思想を類型化しすぎる｣(天羽,｢書
評｣,144ページ)と言えよう｡しかしここで議論したよ
うな留保をポーコックが付していることを踏まえるなら

ば,類型化という批判は,むしろポーコックのパラダイ
ム論自体に対する理解不足から生じているように思われ

る｡もちろん,この点に関するポーコックの議論を,天
羽の書評対象が十全に把握しているかどうかは別の問題
として指摘することができる｡

20) J.G A.Pocock,TheMachiavellianMoment:Floren-

tinePoliticalThought& theAtlanticRepublicanTradition

(PrlnCetOn,1975),p.361.(以下,MM と略記)
21)以上に関して,例えば,J.G A Pocock,TheAncient

constitutiona7Ldthefeudallaw:astudyofEnglishhistoric-

althoughtlnthe17thcentury(1987ed,Cambridge,

1987),partII,chI(以下,ACと略記)を参照せよ｡
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ための解釈活動が必要になる歴史的文脈におい

て,｢新 しい歴史理論 anewhistoricalideo1-

ogy｣22),つ まり ｢言語の政治学の [重要な]構

成要素 としての時間の政治学 apoliticsoftime

consideredasasubdepartmentofapoliticsof

language｣23)が必要になるときである｡ そ して

この言明は,｢いかなる種類の体系的な思想で
パラダイム

あれ,言い回し的言説であれ,それらはすべて,

時間に関する含意の体系｣だけでな く,｢政治

社会自体が時間のなかに存在するものとして政

治社会を理論的に把握するための,単一のある

いは複数の様式｣ をも含むとする彼 自身の ｢仮

説｣に基づいている24)｡ したがって既存の政治

社会やその統治諸制度が依拠する価値体系や歴

史的継続性 を根拠付 ける既存の ｢時間の政治

学｣が機能 しなくなった時に,具体的には,新

しい価値体系や統治諸制度の正当性 ･必然性の

歴史的弁証のための新 しい様式の解釈活動が不

可欠になったときに,新 しい ｢時間の政治学｣

の形成に伴 って既存の言語慣習構造が変化する

とポーコックは説明するのである｡ すなわち,

所与の制度的諸形態が連続性に由来する正当性

を有効に証明 し得なくな り,また所与の言説が

偶発事件 を時間的連続性の中に位置づけること

が不可能になるときに,歴史的継続性に関する

解釈活動の様式の変更,つ ま り ｢時間の政治

学｣の革新が必要によって言語慣習構造の変化

が生 じるのである25)｡

言説史として思想史の把握を試みるポーコッ

クは,特定の社会がいかなる言説を選び取 り,

それをどのように理解-表明 していたのかの二

側面の自覚的分析 を通 して,その社会の特質を

22) J G.A.Pocock,'England',ln0.Ranumed"Nation-

al Conscwusness, History, and Political Culture in

Early-modernEurope(Baltimore,1975),p106.(以下,
EGと略記)

23) PLT,p.40.̀subdepartment'は,｢下位部門｣と通常
は訳すべきであろう｡しかし,言説の含意の変化と言語

慣習構造の組み換えを起動させるという重要な働きをも

つ ｢時間の政治学｣を,何か他のものの従属関数と受け
取られることを避けるために,｢重要な｣と補った上で,
｢構成要素｣と訳す｡

24) PLT,p39

25) ibid
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描き出そうとした｡そこで重視されたのは,同

時代的重要性と多様な理解,そして通時的変化

を遂げている理念が,｢時間の政治学｣の革新パラダイム
によって言い回しとして機能する様態であった｡

こうして,言い回しの革新の過程である諸言説

の組み換えとしての言語慣習構造の変化の解明

を,ポーコックの思想史が主題とすることが明

らかにされた｡

｢時間の政治学｣の革新によって自律の理念

が様々な含意をもつ言い回しとなる過程を,マ

キヤヴェッリとその同時代人の知的営みを事例

に,ポーコックがどのように説明しているのか

を分析するのが次節での論考である｡

ⅠⅠⅠ マキヤヴェッリアン･モーメン トと

シヴィック･ヒューマニズム

本節では,その機能的含意に十分な注意が払

われてこなかったマキヤヴェッリアン･モーメ

ントという表現の含意の分析によって26),それ

が,｢時間の政治学｣の革新の連鎖を意味 し,

そしてその革新の諸結果から合成的に導出しう

るものとして,共和国の時間的有限性と空間的

個別性との克服を課題とする共和主義的自律に
パラダイム

関する言い回しであるシヴイソク ･ヒューマニ

ズムがポーコックによって定式化されているこ

とが明らかにされる｡

まずポーコックの分析が,次のような二つの

議論の前提を持つことを確認する｡ 第一は,令

理性 reason,慣習 custom,慣行 use,経験

experience,伝統 tradition,恩寵 grace,摂理

providence,運命 fortune,予言 prophecyな

どの語桑を巡って,ニッコロ ･マキヤヴェッリ

Nicco16Machiavelliを含む15世紀イタリア知

識人 themenofquattrocentoが行っていたのは,

26) この概念に対する批判的見解-のポーコック自身の反

批判は,J.G.A.Pocock,̀乃eMachiavellianMomentre-

visited.AStudyofHistoryandIdeology',Journalof

ModernHistory,53(1981),49-72,ldbmリ̀Adiscourseof

soverelgnty',inN.Phillipson& Q.Sklnnereds"Poh-

ticaldiscoursemearlymodernBritain(Cambridge,1993),

pp3771428;idem/Lettertotheeditor',TheNew York

Reuiew,October19,2000,などを参照せよ.

27

時間と空間に関する有限性 ･個別性と普遍性 と

の連関の理解- ｢時間の政治学｣の革新であっ

たという前提である27)｡第二は,共和主義的自パラダイム
律の理念に関する言い回しの定式化への最大の

功績をマキヤヴェッリに帰すものの,その議論

の枠組みを共有する他の同時代人たちの思想的
パラダイム

貢献を伴って初めて,その言い回しの完成と歴

史的継承,さらにイタリア外-の伝播を可能と

したという前提である28)｡したがってポーコッ

クは,同時代人に共通する議論の前提を提供 し

た点からマキヤヴェッリに注目するので,その

分析さえも,マキヤヴェッリの思想的発展や全

体像の描写などによる伝記的著述の試みではな

い29)｡その結果として,ポーコック自身が ｢マ

キヤヴェッリの思想の中に見出そうとする含意

のすべてが,マキヤヴェッリ自身によって自覚

的に設定された｣ことを,必ずしも意味しない

と注意を促す30)｡つまりポーコックによるマ

キヤヴェッリ分析は,(同時代人にも共有されパラダイム
ていた)｢彼の背後にある言い回しの構造｣31),

つまりヴイルトウとフオルトウ-ナ概念の応答

関係に重点を置く点において,その視角と主題

とが限定されている32)0

この限定によって,マキヤヴェッリアン･

モーメントという表現は,次の二つの意味で使

用される｡ まずそれは,マキヤヴェッリと関連

付けられる歴史的な自己了解のための ｢契機

themomentであり様式 themanner｣を意味す

る33)｡したがって,これは単なるマキヤヴェッ

リの ｢政治思想の継承の歴史｣ではなく,時間

的有限性の問題,つまり,いかにして歴史的有

限性を持つ自己を時間の流れの中において認識

27) C̀ustom&Grace,Form&Matter:AnApproachto

Machiavelll's Concept of lnnovatlOn',in Martln

Fleishered.,Machiavelh and theNatureof Political

Thought(London,1973),pp.156-159 (以下,CG と

略記)

28) MM,p.218

29) ibid"p.183.

30) CG,p.153,MM,p.183.強調は引用者による｡

31) CG,p.168.

32) MM,p.vi上;CG,p.155

33) ibid
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するか- ｢時間の政治学｣に関する問いかけ一

に関してマキヤヴェッリだけでなくその同時代

人が論争 していた課題を自らのものとして引き

受け,その目的の達成に最適と思われる自分自

身の方策を案出しようとする ｢瞬間｣(- ｢時

間の政治学｣の革新の ｢瞬間｣)を指 し示す34)｡

したがって,自己やそれが属する社会 ･集団の

歴史的継続性を主張するという共通の目的を達

成するために各解釈者が示す革新の方策は多種

多様となる｡

次に,マキヤヴェッリアン･モーメントとは,

不合理なものとされてきた,｢個別的なもの,

局所的なもの,一時的なもの,そしてその結果

として,移ろうものとしての時間｣を,世俗的

に認識可能なものと把握する試み35),具体的に

は,個別性と一時性とをもつ く共和国)の政治

的 ･道徳的安定のための世俗的な secular処方

篭を求めるというマキヤヴェッリとその同時代

人が没頭 した課題そのものを意味する36)｡帝国

的統治組織 empireや君主制,そして黙示録的

共同体 apocalypticcommunityには,普遍性

や永続性の点で劣ると思われていた共和国を理

論的に擁護するためにかれらが格闘した結果37),

｢重要な言い回しの遺産一均衡した統治や躍動

的なヴイルトウに関する諸概念,そして古典市

民的 civicな人格形成のために軍事力とプロパ

ティpropertyがはたす役割-｣の再解釈が38),

34) ibid.,pp,vii-viii,&183

35) PLT,p.81;MM,part2.

36) MM､p.vilュ.但し,ここでいう (世俗的)とは,神と

無関係,あるいは神を必要としないという意味での (梶

代的な意味での)(無神論的)ということを示 している

のではないoTheOxfordEnghshDictionaryonCD-Rom

(2nded.,0Ⅹfo止 1992)の secularの項も参照せよ｡

37) CG,pp.1611162.

38) MM,vlll.近年のロック研究の知見によって,17世紀

のプロパティという用語が,(財産所有)だけでなく,

神学的基礎を持つ (固有のもの)という,より根本的な

含意を有することは周知の事実となった (JamesTully,

A discourseOnProperty:JohnI,ockeandhLSadversaries

(Cambridge. 1980).idem.,'After the Macpherson

thesIS'inhisAnaf,Proachtopoliticalphilosophy:Lockein

contextS(Cambrldge,1993);大津麦,『自然権 としての

プロパティ:イングランド革命における急進主義政治思

想の展開』,成文堂,1995年など)｡

ポーコックが強調するのは,この二つの含意を両極/
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この継承の歴史において重要な位置を占める｡

つまりマキヤヴェッリアン･モーメントは,

｢政治に関する世俗的自己認識のために,どの

ように歴史的に自己を位置づけるのかという問

題が提起され続けてきたという意味において｣,

継承の歴史を持っていたのである39)｡

したがって,マキヤヴェッリアン･モーメン

トは,共和国の政治的 ･歴史的弁証の課題とそ

のための世俗的な言い回しとを共有する (継

承)の側面と,その課題に対する多様な解答群

からなる (断絶)の側面とを併せ持っている｡

この両側面を,言説の継続性とその解釈上の革

新 とに焦点を当てながら,｢15世紀から18世紀

までの間に,これらの言説がどのように利用さ

れ,どのように [含意を]修正されたのか｣40),

換言すれば,｢特定の著作,修辞上の形式,そ

してそれらに埋め込まれた思考様式がフィレン

ツェの文脈でいかに形成され,その後,イング

ランドの,後にアメリカの文脈でいかに表現さ

れたのか｣41)を適時的に説明するのが,｢時間の

政治学｣の革新の連鎖としてのマキヤヴェッリ

アン･モーメントであった｡

ここで,｢時間の政治学｣に関するポーコッパラダイム
クの議論が,前節で考察 した ｢言い回しの革

新｣に関する議論と対応関係にあることに注意

が払われるべ きである｡ つまり,｢時間の政治

学｣は,時間的継続性を主張する目的とそれに

＼にとると,その間には連続的に様々な含意の変種が存在

すること,つまり発話者ごとに異なる含意を乗せることパラクイム
が可能な言い回しとして機能 している点である｡ した

がって,プロパティを (財産)と固定的に把握 して政論

家の (イデオロギー性の暴露)を目論む歴史解釈に対し

て,ポーコックが批判的であることは明らかである (J

G A Pocock 'Introduction',inhised"ThreeBritish

Revolutions:1641,1688,1776(PrlnCetOn,1980),pp.

3-20.)｡

39) MM,p.viii.

40) PLT,p40強調は引用者による｡

41) J.G A Pocock,̀BetweenCogandMagog:there-

publlCanthesisandtheideologiaAmericand,Journalof

thehistoryOfZdeas,48(1987),p.335.強調は引用者によ

る｡この説明からも,フィレンツェを中心とするイタリ

ア部分と,アングロ ･アメリカの部分とが,ポーコック

によって明確に異なる視点から分析されていることが了

解されよう｡
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関する言説を維持 しながら,その方法を,(交

代ではなく)革新 されるのである｡ そ してマ

キヤヴェッリアン･モーメントという ｢時間の

政治学｣の革新の過程は,ポーコックによれば,

マキヤヴェッリの 『君主論 IIPrincipeAが,政

治的 ｢革新とその帰結に関する分析的研究｣で

あり42),これを共和制という条件下で継承的に

論じるのが 『リヴイウス論』であることに留意

しながら43),ヴイルトウとフオル トウ-ナの関

係に関するマキヤヴェッリの定式化を読み解 く

ことによって理解できる｡ したがってポーコッ

クの議論は,この定式化の分析に集中する｡

まずポーコックは,フオル トウ-ナが,(キ

リス ト教の)摂理 providenceに相当する概念

であり,両者がともに,予測不可能に思われた

突発事件の必然性を説明するために,その事件

を普遍的な時間の流れの中に位置づける機能を

持った ｢時間の政治学｣に関する概念であるこ

とを確認する44)｡そ してフオル トウ-ナは,

｢すべての物事を時間的に無秩序なもの-と還

元する変形的作用を持つ力｣,つまり,物事の

時間的整序の合理的把握 ･理解に努める人間の

能力的限界の別名なので,これを克服する能力

であるヴイル トウは,物事を時間的連続性の中

に位置づける能力を意味することになる45)｡

そしてこの能力を最も必要とするのが,実力

による非世襲的な新君主 theprincipenuovoで

あると指摘 しながら,ポーコックは彼が行 う

｢革新 innovation｣を仔細に分析する｡ ポー

コックによれば,新君主が行う ｢革新｣とは,

｢既存の確立された制度の転覆｣-既存の制度

の時間的継続性の切断によって新制度の確立ま

での混沌状態-フオルトウ-ナを作 り出すこと

を意味するので46),この確実な遂行には,所与

の制度の時間的継続性を支えてきた慣習の破壊

のための強力なヴイルトウが不可欠になる｡ し

かし新君主は,この破壊の過程で,旧体制に服
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従 していた人々からの憎悪による不安定性エ

フオル トウ-ナに再び直面せざるを得ない｡つ

まりポーコックによれば,ヴイル トウの行使は,

フオルトウ-ナの制御だけでなく,その所持者

を再びフオルトウ-ナの前に無防備な状態で放

り出す契機をも提供するという両義性を有する

のである47)｡

この両義性を解消するために,マキヤヴェッ

リがヴイル トウを,｢出来事を予測 しその帰結

を制御する能力｣から,｢事物の本性を制御 し

て,その目的に仕向ける能力｣として,より踏

み込んで定義している点にポーコックは注目す

る48)｡つまり,旧体制の破壊による混沌から新

秩序を確立する過程は,旧体制へ慣習的に服従

してきた臣民から新 しい服従を調達 (-新君主

の支配の正当性 thelegitimacyの弁証)する

過程なので,そのためには,慣習とは別の方法

で,再び時間的継続性を主張する必要が生ずる｡

なぜならば,慣習 とは,一種の ｢時間の政治

学｣,つまり ｢摂理や運命という説明とは別の

方法で,個別の事例の連続性を組織的に説明し,

かつ,[個別的な]経験を,人間の獲得的本性

thesecondnatureofmanを形作る慣例 usage

や伝統に変成させる人為的手段｣であるから49),

自らに有利な慣習や伝統を瞬時に創出できない

新君主は,慣習なしで服従を調達する方法とし

て,人間の (獲得的ではなく)原初的本性 the

originalnatureorprimaformaの回復を新体制

が可能とすると主張し得るような別種の ｢時間

の政治学｣が必要になる50)｡このときヴイル

トウは,旧来の統治諸制度の時間的継続性を支

えてきた慣習を断ち切りながらも,新体制の時

間的継続性を慣習以外の方法によって定式化す

る能力,つまりポーコックによれば,｢ヴイル

トウは,慣行や伝統の代替物｣として ｢時間の

政治学｣を革新する能力として機能しながら,

人間本性を扱う能力をも意味するようになる51)｡

47) ibLd.,pp.161-162,&169

48) CG,p 161.

49) MM ,p 85

50) CG,p 163ff

51) ibid.,p.169.
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しかし人間本性は,｢恩寵の贈 り物 thegiftof

grace｣なので,ヴイル トウなどの人間的要素

ではなく,本来は恩寵自体によってしか再生さ

れえないが,｢よく生きる｣ことが付随的に重要

になるとポーコックは言う52)｡そしてこの ｢よ

く生きる｣からくる公正さJusticeの概念が,

サヴオナローラによって,｢特定の統治組織内

における,高度な市民的参加｣と暗示的に結び
パラダイム

付けられたことを踏まえて53),それを言い回し

として明確化 しつつ共和国という統治体制と明

示的に関連付けるのが,ポーコックによれば,

マキヤヴェッリの 『ディス コルシ DiscoursiA

と 『戦術論 ArtedellaGuerraAであった54)｡こ

うしてマキヤヴェッリのヴイル トウ概念 は,

｢共和国またはポリスが時間の流れにおいてそ

の安定性を維持 し,その構成員たる人間の目標

である政治的生活に向かって,素材 としての人

間の質料を発展させる｣ことを可能とする能力

という含意を獲得する55)｡

新君主の事例に見 られたヴイル トウとフオル

トウ-ナとの不安定な関係は,ポーコックによ

れば,共和国設立によって消滅するのではなく,

共和国の安定性の問題 として形を変えて存続す

る56)｡マキヤヴェッリは,主として対外関係か

ら共和国の安定性を論ずるので,その設立起源

に注 目 しなが ら, ｢設立起源 とい う契機 the

momentoforigin｣ に拘束 されない ｢自律 的

autonomous｣な共和国 :ほぼ完全な状態で設

立された共和国と,その制度だけでなく市民の

あり方の改革 も必要な不完全に設立された非自

律的共和国とを区別する57)｡そして 『ディスコ

ルシ』でマキヤヴェッリが注目したのは後者で

あった58)｡ここでの直接的な問題は,いかなる

自己改革が自律的な共和国の形成を可能にする

かであるが,理論的には,新君主の慣習破壊が

52) MM,p107

53) ibLd.,p108.

54) ib2d.,p.184.
55) ibid.,p.183.

56) ibid.,p185

57) ibid,pp 1861187

58) lbid,p.188.
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直面 したのと同様の,共和国の自己改革を推進

するヴイル トウの不安定さ,つまり時間的 ｢自

律｣の問題に再び直面 しているのである59)｡

共和国における時間的 ｢自律｣の確保は,棉

的には,市民的実践 viverecivileを通 しての,

軍事的主体形成のためのヴイル トウの鍛錬 に

よって行われる60)｡ここでポーコックが重視す

るのは,｢マキヤヴェッリが武装的ヴイル トウ

の概念を,多数者の市民的実践への参加の問題

として利用 している｣ことである61)｡つまり傭

兵の行動様式に反面教師的に見 られるように,

軍事的主体 としての自覚は,｢公共善 thepub-

1icgoods｣や ｢普遍的目的｣-の志向の生誕

を意味するので,多数の軍事的主体の創出は,

自らのものよりも公共のものを優先させる市民

的精神の成長を物語ることになる62)｡だか ら

ポーコックによれば,マキヤヴェッリの ｢腐敗

corruption｣の概念は,市民的精神の欠如,つま

り ｢個々の市民的自律 theindividualcitizen's

autonomy｣の欠如63),他者-の軍事的依存か

ら生ずる党派の形成64),軍事的自律の前提条件

としての経済的自律の喪失を意味する65)｡した

がって時間の流れにおける安定性- ｢自律｣を

確保する目的から,ヴイル トウは,公共善のた

めに自らの軍事的資源を自律的に動員すること

ができる個人的決断能力を意味するに至る66)｡

マキヤヴェッリによって以上のように把握さ

れたヴイル トウは,他方で,対内関係から共和

国の安定性 を論ずるフランチェスコ ･グイッ

チャルディーニ FancescoGuicciardiniによっ

て,｢事物を観察｣ し分析 した上で67),｢状況へ

適応｣する能力 として把握される68)｡つまりマ

キヤヴェッリが重要視する軍事的-政治的参加

59) ibid.

60) ibid.,pp.196-197

61) ibid.,p 202.

62) ibid,pp.2031204

63) lbLd.,p 204.

64) lbld.,p.209.

65) ibld.,p.210.
66) ibid,p.213.

67) ibid"p.238

68) Lbid,p.270
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の拡大によって惹起される政治的不安定 (-階

層間の争い)を克服するために,フィレンツェ

の政治的安定 をこれまで実現 してきた (とグ

イッチャルディー二には思われた)貴族層の政

治的経験 と,それを十全に機能させる統治機構

とを関連付けて論ずる69)｡グイッチャルディー

二は,｢権力の所在,その獲得の合法性,統治者

の道徳的資質｣ではなく,｢特定の統治機構の

効果｣に注目し70),｢自由な生 aviverelibero｣

の実現がその効果を計 る指標 とするので71),

ヴイルトウとは,最も優れたもの-公共善を目

指す ｢自主性 freedom｣,つまり道徳的自律性

の最良の状態を見出す資質を意味することにな

る72)｡そのとき,ヴイル トウは,貴族階層だけ

が伝統的に持つとされてきた資質としての ｢深

慮 prudenceと同一｣祝 される73)｡

グイッチャルディーこのヴイル トウ理解は,

共和国の安定性の確保に関する彼の議論にも影

響を与えている｡ つまり安定が意味するのは,

公共善を自律的に志向し続ける貴族層のヴイル

トウの腐敗を防止するために君主政や多数支配

の要素を配置するような統治機構が確保されて

いる状態であった74)｡したがってポーコックに

よれば,グイッチャルディー二にとって平民や

君主のヴイル トウは存在 しないのであり,階層

に応 じたヴイル トウを見出すことによる混合統

治形態の定式化は,ポリュビオスの再解釈をし

た ドナー ト･ジァノッティ DonatoGiannotti

を待たなければならない75)｡

ポーコックによれば,マキヤヴェッリもグイッ

チャルディー二も,フオル トウ-ナによって変

化させられる状況に対応する何らかの個人的資

質-ヴイル トウの必要性 を共通して認識 してい

たが,両者を取 り巻 く政治状況の違いによって,

69) ibid.,p.219

70) ibid.,p 223

71) lbZd.,p,225.

72) ibid.,p.230.

73) ibid,p.253.
74) ibid.,p 263 この点につき,J.G,A.Pocock,̀The

ClassicalTheoryofDeference',AmmcanHistoricalRe-

vleW,81(1976),516-523 も参照せよ｡

75) MM,p.262.

31

前者がそれを決断力として,後者は ｢深慮｣と

して解釈 した76)｡しかしポーコックによれば,

時間の流れの制御を試み,その中での自律を目

指すという意味で,両者はともに,｢時間の政

治学｣に関して論 じていたのであった｡

そ して,両者が共有 していたヴイル トウー

フオル トウ-ナ関係の理解に,｢ヴェネチアの

神話 themythofVenice｣77)と呼ばれるその共

和国の政治的安定を鮮明な具体例 として意識さ

せることに寄与 した二人の政論家の議論,つま

りポリュビオスを前提 とする,階層 に応 じた

ヴイル トウ概念とそれらの調和を目指す混合統

治形態 themixedgovernmentによる政治的安

定 に関するジァノッティの議論 と78),ガスパ

ロ ･コンタリーニ GasparoContariniによる共

和国の政治上の手続きの道徳的 ･宗教的意義に

関する議論79)とを加えたものが,共和主義的自

律 に関する ｢時間の政治学｣であるシヴイツ

ク ･ヒューマニズムとして,ポーコックによっ

て仮定される｡

ポーコックによれば,｢シヴイソク ･ヒュー

マニズムとは,一種の思考の表明様式 astyle

ofthoughtである｡ それは個人が市民として活

動するときのみ,つまりポリスや共和国といっ

た自律的な意思決定をおこない得る政治共同体

において自覚的かつ自律的政治参画者として行

為するときのみ,自己実現 selHulfilmentに

向って個人が成長し得ると主張する｣80)｡

この定義は,頻繁に言及されるにもかかわら

ず,二つの主要な含意に充分な注意が払われて

きたとは言えない｡まずポーコックのシヴイツ

ク ･ヒューマニズムが,ポリスとその市民の活

動を理想とする ｢一種の思考の表明様式｣-言

説として示されている含意である｡つまり,ハ

76) ibid.,p.269.
77) Eco0 HaitsmaMuller,TheMythofVeniceandDutch

republicanthoughtintheseventeenthcentury(Assen,the

Netherlands:1980),ch 1;JohnEglin,VeniceTransfi-

gured:TheMythofVeniceinBritishCulture166011797

(London,2001).

78) MM,p 272-320.

79) Lbtd.,p.320-330
80) PLT,p.85,CG,p160.
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ンス ･バロン HansBaronの用語 としてのシ

ヴイソク ･ヒューマニズム81)や,もっと一般的

には共和主義 republicanismのいずれの表現も,

人間の思索が,その社会的 ･政治的文脈と密接

な関係にあるものの単なるその反映ではないと

いう事実を扱うには不適切である82)｡そこで,

ポーコックは,バロンと異なる含意を持たせて,

シヴイソク ･ヒューマニズムという同一の表現

方法を用いる｡｢シヴイソク ･ヒューマニズム

という言葉は,共和主義的な意識 conscious-

nessとその諸問題 とに関する一定の定式化を

意味する｣83)のであって,｢古典市民的な諸価値

civicvaluesの選択は,政治的実践としての共

和主義に自らを完全に関与させることを意味し

ないし,[反対に]観想的な諸価値 contempla-

tivevaluesの選択 も,共和 国 therepublic

[という存在]に対する完全な幻滅を意味｣し

ない84)｡換言すれば,ポーコックによれば,シ

ヴイソク ･ヒューマニズムとは,思考結果の表

明様式を含む知的概念化の様式-解釈の様式で

あり,過去に実在 した諸共和国の模倣的再現を

目指す政治行動と常に同定されるわけではない

ので,それは特定の政治情勢に対 して特定の行

動を採る様式を意味 しない85)｡以上のように,

思考の表明様式は特定の政治的方向性だけと密

接な関連を持つわけではないので,シヴイソ

81) HansBaron,TheCrisisoftheEarlyItalianRenaissance

(2nded,Princeton,1966)また近年刊行された非常に

興味深い論文集においても,残念なことに,ポーコック

とバロンの同一表現が持つ異なる含意に充分な注意が払

われているようには思われない (JamesflanklnSed.,

RenaLSSanCeClm'cHumamsm (Cambridge.2000),esp..

intro.)0

82) バ ロン的なシヴイソク･ヒューマニズム概念 と,

｢『ゾーン･ポリティコーン観』の崩壊｣に看取される

マキヤヴェッリの思想との断絶面を鋭く指摘するのは,

佐々木毅,『マキヤヴェッリの政治思想』,岩波書店,

1970年,第4章,である｡しかし,ポーコックの同一表

現が,.アキヤヴェッリとその同時代人の知的営為の諸結
果の合成として仮定されていることに留意するならば,

佐々木の指摘は,マキヤヴェッリ解釈としての有効性と

重要性を持つものの,それが直ちにポーコックの思想史

解釈の破綻までも意味することにはならない｡

83) MM,p.58.

84) ibid.,p.59.

85) ibid

ク ･ヒューマニズムは,古典市民的自律の理念

を表明するという共通の目標を持ちながらも,

その理念が具体的に何を意味するのかという点

に関して, 解釈の幅が存在するものとして,つ
パ ラ ダ イ ム

まり言い回しとして定式化されている｡

ではシヴイソク ･ヒューマニズムが古典市民

的自律の表明様式-言説ならば,何を巡ってそ

れを表明するのか-充分な注意を払われてこな

かったポーコックのシヴイソク ･ヒューマニズ

ム概念の第二の含意- という疑問に答える必要

がある｡ それは,古典市民的自律の理想を実現

し得る統治形態とはどのようなものかという問

い (ポーコックによれば,人文主義的な問い)

に対 して,個々の解釈者が自らの解答を示すこ

とによってである｡ 古典的自律の理想は,人間

の自律性と自己実現に究極の価値を見出し,覗

世の政治的共同体もしくはポリスにおいてそれ

らが実現され得るとするアリス トテレス的思想

に基礎を置 くので,｢人間は本性上市民であり,

市民的実践 viverecivileにあるときに最も完全

な人間 [になりうる存在]であるという断言を

伴っている｣86)｡そしてポーコックによれば,

人間の政治的道徳的自己実現は,｢権威の配分｣

(-何が美徳であり何が権威であるのかの選択)

を困難なく,かつ,自由に行い得る統治組織-

混合統治形態の確立を通して達成し得る｡ そし

てまた逆に,そのような配分を実現 し得てはじ

めて,統治組織もまた普遍的かつ安定的なもの

となり得る｡ したがって,ポーコックによれば,

｢古典共和国 thepolisの理論とその [人間の

自己実現を可能とし,かつ,それ自体安定的

な]統治構造が,人文主義的試みにとって重要

になるのである｡シヴイソク ･ヒューマニス ト

は,価値体系でもある統治形態に関する理論体

系を持たなければならないのである｡｣87)

ポーコックの用語法に関する以上の考察が教

えることは,マキヤヴェッリアン･モーメント

とは,マキヤヴェッリとその同時代人が論争し

ていた世俗的歴史認識の問題を,｢時間の政治

86) VCH,p39 (邦訳73-74ページ)

87) MM.p 66強調は引用者による｡
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学｣の革新として把握 し,ヴイル トウなどの関

連語嚢の意味内容が変化する諸局面の連鎖で

あった｡他方で,シヴイツク ･ヒューマニズム

とは,マキヤヴェッリとその同時代人たちの思

考結果から合成的に仮定された,古典古代の古

典市民的自律の理念と轟充治形態とを関連付ける

思考の表明様式であった｡つまり,思考の表明

様式としてのシヴイツク ･ヒューマニズムは,

ある理念の継承を,それに必然的に付随する

様々な解釈上の革新を含む展開過程とともに把

握しようとするポーコックの歴史解釈にとって

不可欠の概念なのであった｡この意味において,

ポーコックの手法の特徴は,ある思想に関連す

る言説の ｢継続性の中での [解釈の]革新と変

化を強調する｣点に見出すことができる88)｡

そしてポーコックは,以上の理論的仮説を,パラタイム
自律の理念が言い回しとなる過程 (同時代的重

要性,解釈の多様性,適時的変化の検証) と

｢時間の政治学｣の革新の様相,革命期イング

ランドの歴史的文脈からの影響,そしてその結

果としての,同時期における既存の言語慣習構

造の変化,を分析 しながら,｢経験的に歴史的

に｣検証しようとする89)｡この検証作業が,吹

節で分析する,新 しい ｢時間の政治学｣に支え

られたシヴイツク ･ヒューマニズムのイングラ
パラダイム

ンド的言い回しの形成に関するポーコックの説

明である｡

ⅠⅤ 自律の理念とイングランド

本節では,シヴイソク ･ヒューマニズムのイ
パ ラ ダ イ ム

ングランド的理解-言い回しの形成に関する

ポーコックの解説を分析する｡ これによってそ

の議論が,まず,宗教改革以降のイングランド

の歴史的課題としての自律の理念の重要性とそ

の表明様式の特質を指摘 し,次に,この理念を

支えた既存の ｢時間の政治学｣の前提条件の崩

壊による ｢時間の政治学｣の革新が不可避とな

る過程を示し,そして最後に,この革新によっ

88) JamesCotton,JamesHarrington'spoliticalthoughtand

ttscontext(NewYork,1991).p.39

89) PLT,p 39.
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て,自律の理念の17世紀イングランド的再表明

のために言語慣習構造が変化したと解釈 してい

ることを明確化する｡
パラダイム

これまでの考察を踏まえて,言い回しとして

のシヴイソク･ヒューマニズムという表現の指

示内容をまとめてみよう｡ それは,第一に,ア

リス トテレス的人間像から想起される自律の実

現が特定の統治形態のもとで可能となるという

理念がある時代の主要な課題として存在するこ

と,第二に,その理念を可能とする様々な統治

形態論が同時代に並存すること,そして第三に,

その統治形態に関する処方等が時間的変化を遂

げていること,以上を満たすものとして,シ

ヴイソク ･ヒューマニズムが提示されている｡

換言すれば,古典古代的人間観に基礎を置 く自

律 の理念の表明様式 としてのシヴイツク ･

ヒューマニズムは,人間の自己実現を巡って,

より具体的には,自律的人間の形成を可能とす

る世俗的統治形態を巡って,様々に解釈が展開

される可能性を持つ概念 という意味で,ポー

コックによって,｢解釈のための母胎 aninter-

pretativematrix｣ として提示されたのであっ

た90)｡

革命期イングランドにおいて,言説の継続性

と含意の変化からなる言語慣習構造の変化の理

由を,ポーコックは,自己を時間的連続性の中

に位置づけることと自律の理念とが歴史上の課

題であったにもかかわらず,既存の言説だけで

はこの両者を的確に表明することができなくな

る時点での人間の解釈活動に見出す｡そして,

ポーコックによれば,自己を歴史的連続性の中

で位置づける新 しい様式-新しい ｢時間の政治

学｣に基づ くシヴイソク ･ヒューマニズムが登

場するのである｡ したがって,ポーコックのイ

ングランド史解釈は,次の四つの作業から構成

される｡ 第-に,自律の理念が16世紀の宗教改

革以降のイングランドの歴史的課題であり,そ

90) CPSP､p.236 (邦訳396ページ)但 し本稿 では,

ポーコックの言うパラダイムが,(解釈が施されるもの)

と解釈するので,規範的含意を避けるために,｢解釈上
の母型｣という訳語は採用しなかった｡
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の確保が統治組織の問題と密接な関連を持つこ

とを分析する｡ 第二に,その関連をどのような

｢時間の政治学｣が支えていたのかを明らかに

する｡ 第三に,既存の ｢時間の政治学｣に基づ

きなが ら自律の理念を表明することが困難に

なっていく過程を跡づける｡ 第四に,その限界

を超えて自律の理念を維持するために ｢時間の

政治学｣の革新がおこった結果として,既存の

言語慣習構造が変化 したことを説明する｡ そし

て最後に,シヴイツク ･ヒューマニズムに関す
パラダイム

る17世紀イングランド的言い回しの形成を主張

する｡

まずポーコックは,宗教改革期以降のイング

ランドにおいて,自律の理念が重要な位置を占
カ トリツ ク

める理由を,ローマ教皇や普遍教会に対する自

律性の要求に由来することを確認する｡ 周知の

ように,イングランドにおける宗教改革は,｢疑

いもなく,統治を巡る議論 として始まった｣91)
のであるが,そこでの問題は,ローマ教皇とそ

の教会からの自律,つまり,｢聖俗の諸事項に

関する完全な自己決定権 absolutejurisdiction

をもつ 『帝国』的自己統治 theselトgovernment

of"empire"｣の確立であった92)｡こうしてイ

ングランドの自律性の強調は,対ローマを意識

するが故に,屈折 して表現される｡ つまりイン

91) HansI.Hillerbranded.,TheOxfordEncyclopediaof

theReformation,VOl.2(oxford,1996),p45Cf.A.G,

Dickens,TheEnglishReformation(London,1964);八千

代崇,『イギリス宗教改革史研究』,創文社,1991年,第

=軒 ChristopherHaigh ed"TheEnglishReformation

Remsed(Cambridge,1997);OwenChadwICk,TheRe-

formation(London,1972),ch.4など0

92) J.G.A.Pocock,̀Withinthemargins:thedefinitions

oforthodoxy',inR.D.Lunded,,Themarginsofortho-

doJy:heterodoxwritingandculturalresponse1660-1750

(Cambridge,1995),p.39.(以下,WM と 略 記);

AnthonyPagden,LordsofalltheWorld:Ideologiesof

EmpZreinSpain,BritainandFrancec.1500-1800(New

Haven,1995),esp.pp.1162;DavidArmitage,The

ldeologicalOriginsOftheBritishEmpire(Cambrldge,

2000),esp.chs.1&2,WilliamM Lamont,GodlyRule:

PoliticsandReliiion 1603-1660(1991ed,London,

1991),JohnGuy,T̀heHenrlClanage',inJ G.A.

Pocock,CordonJ.Schochet,& LoISG Schwoerer

eds,ThevarietiesofBritishpolitwalthought,1500-1800

(Cambridge,1993),pp.13-46など｡
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グランドという歴史的 ･政治的 ･文化的単位の

(ローマに対する)優越性や独自性を確認する

ことで,その自律性 を主張 しようとするので

ある｡

次にポーコックは,この主張が,統治諸制度

にその優越性と独自性の根拠を見出す解釈様式

を生み出したことを指摘する｡ポーコックが注

目するのは,イングランドの教会制度を含む既

存の統治諸制度の維持が,｢ローマ [教皇とそ

の教会]からのイングランドの独立と,キリス

トの存在と復活を媒介する機能 [をイングラン

ドとその教会が持つこと] とを示す様式｣とし

て機能したことである93)｡ポーコックによれば,

｢統治上の自律 secularautonomyと自己統治

する能力｣とが歴史的にイングランドに存在 し

てきたという主張は,｢ローマ [教皇 とその教

会]の管轄権からの国民的独立,その宗教的純

化,そして,イングランドにおいては,反キリ

ス トAntichristに敵対するものとして選ばれ

た役割を示す｣ことに繋がる94)｡そして,その

｢反キリス ト｣という概念が,｢一個人として

の教皇 thePopeasapersonだけでなく,世

俗国家が持つ邪悪で,高圧的で抑圧的な諸要

素の全てを内包する制度 としての教皇制 the

papacyasaninstitution｣をも次第に意味する

に至るので95),イングランドの自律の実現には,

その聖俗の統治諸制度自体を正当で神聖なもの

として歴史的 ･時間的に位置付ける必要が生ず

る｡ したがって,正当かつ神聖なイングランド

の統治諸制度の確保 (現存する場合は,維持,

失われている場合は,設立)が,イングランド

の自律と現世におけるキリス トの継続的存在の

93) wM,p.40.この点に関 してポーコックが依拠する先

行研究は,Lamont,GodlyRule.である｡

94) EG,p 109.

95) ChristopherHlll,AntichristinSeventeenth-Century

England(reviseded.,London,1990),p,5;PeterLake,
Ànti-popery:theStructureofaPrejudice',inRichard

Cust& AnnHugeseds.,ConflictinearlyStuartEng-

land:StudiesinreligionandPolitics1603-1642(London,

1989),pp.72-106.この名辞もまた,ポーコックに従うパラタイム
ならば,様々な含意をもつ言い回しとして機能していた

のである (MM,pp396-397)
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ために不可欠な条件であると見倣されるように

なる96)｡

以上のように,正当で神聖な統治組織の確保

というイングランドの歴史的課題が自律の理念

と密接な連関を持つことをポーコックは確認 し

ながら,この状況を自己了解的に説明する三つ

の政治的言説を指摘する｡それは,第一に,｢古

来の国利論 thedoctrineoftheAncientCon-

stitution｣97),第二 に, ｢領域 を黙示録 的 na-

tionalapocalyptic｣ に説明する言説98),第三

に,前記の二言説から生み出される ｢選ばれた

国家 theElectNation｣の言説であった99)｡重

要なのは,含意が異な りながらも,これらの言

説が,特定の政治勢力だけが用いる言説から同

時代の共通の言説 にな り100),その後,それら

の相互作用によって新たな複合的含意が形成さ

れることによって言語慣習構造が変化 し,そし

て,これらの三言説が複合的に絡み合って,イ

ングランドの自律 を表現する様式 として機能す

ることである｡

ポーコックの分析によれば,古来の国利論は,

｢イングランドの過去を,継続的に書 き換えら

れながらも維持されてきた慣習の太古よりの連

鎖 immemorialcontinuityofcustom｣ として

描 き出す政治的言説101),換言すれば,イング

ランドの聖俗の統治諸制度の歴史的独自性 と時

間的継続性 とを強調する ｢時間の政治学｣なの

である｡ ポーコックは,この ｢古来の国利論｣を,

｢コモン ･ロー精神 theCommon-lawMind｣

に支えられた言説 とするが102),そこで注 目さ

れるのは,イングラン ド人の法に関する島国根

性 insularityに基づいた歴史的継続性に関する

解釈の様式 としての側面である｡ この指摘は,

96) WM,p.40

97) EG,p.105

98) lbid"p lO6 ノーマン ･コーンを批判 しながら,黙示

録的言説は,現状維持的,現状変革的政論家の両者に見

られるとポーコックは強調 している (ibld.,p.108,n.

15)0
99) Lbid,p 106.

100) Lbid.,pp 105& 108,n 15;Lamont,GodlyRule.

101) EG,pp 105-106

102) AC,chs.ⅠⅠ&ⅠⅠⅠ.
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ジェームス朝期のイングランド人がその島国以

外に現存する法体系 (例えばローマ法体系)の

存在 自体を知らなかったという主張ではなくて,

自らのコモン ･ロー体系が並存するひとつの法

体系に過 ぎないという認識を欠いたまま,起源

の定かでない ｢記憶を超えた慣習 immemorial

custom｣にその優越性を見続ける ｢島国的確

信 insularconviction｣に基づ く既存の言語慣

習構造を維持 している事実にポーコックが注目

することによる103)｡

そして,独自の過去を持つ歴史的単位 として

イングランドを描 き出す ｢古来の国利論｣ とい

う思考の表明様式は,特定の領域と住民からな

るイングランドという個別的なものを,予言で

言及されている出来事や人物と結びつけること

を可能とする黙示録的言説が加わることによっ

て,ローマに対する,政治的だけでなく,宗教

的自律をも表現する様式となる｡ つまり既存の

統治諸制度をその自律の根拠とするイングラン

ド独 自の思考の表明様式は,｢イングランドの

世俗的 ･制度的国民意識の産物 theproductof

Englishsecularandinstitutionalnationalism｣

であ り,また,｢制度的な継続性 [の主張]は,

黙示録的な唯一無二性 uniqueness[の主張]

と関連を持って｣いたのである104)｡

ここで注目すべ きは,古来の国利論 と黙示録

的言説 とから,｢選ばれた国家｣の言説が生み

出されるとするポーコックの説明である105)｡

つまり ｢ローマからのイングランドの独立 と,

キリス トの存在 と復活さえももたらす媒介者と

して行為する能力の双方 [を主張する]の様

式｣106)として,歴史的独自性の主張を伴いなが

らチュ-ダー朝的主権のあり方の維持を主張す

103) LbZd,pp262-263.ポーコックによる ｢島国根性｣の

指摘に対する批判 も存在する (例えば,GlennBurgess,

ThepoliticsOftheancientCOnStLtution:anintroductionto

English politicalthought,160311642 (Pennsylvani号,

1.992).,pp･12-13,&ch2)が,ポーコックがそれを解

釈傾向として指摘 している点を踏まえるならば,その説

得性を減ずる批判ではないと思われる｡

104) EG.p109.

105) WM,p40

106) 乙bid.
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る言説として,｢選ばれた国家｣の言説が機能

するようになる｡ ここに,政治的 ･宗教的な自

律の理念と,その表現形態としての聖俗の統治

組織の維持との特異な連関が,重要な分析対象

としてポーコックによって認識される｡

しかしポーコックによれば,この ｢選ばれた

国家｣という政治的言説は,次第にその含意を
パラダイム

変化 しながら,革命期イングランドの言い回し

となる｡ なぜならそれは,イングランド国教会

体制 とコモン･ロー体系に代表されるチュ-

ダー統治体制を前提 とするので,権威の体現者

たる国王と諸特権 ･自由の擁護者たる議会とか

らなる ｢並立的忠誠対象 doublemajesty｣ と

しての伝統的国利の崩壊は,それを支える ｢古

来の国利論｣という言説の崩壊だけでなく,自

律の理念を投影する対象の消滅をも意味したか

らである｡ そこで,ポーコックによれば,この

言説は,｢選ばれた国家 theElectNation｣か

ら ｢選ばれた国民 theElectNation｣へとその

含意を変化させる107)｡

この含意の変化は,ポーコックによれば,自

律の理念の理解様式の変化をも意味している｡

つまり,｢選ばれた国家｣の言説が指向した政

治的 ･宗教的単位としてのイングランドの自律

から,その個々の構成員の自律へと,その理解

の様式が変化 したことを示 している｡｢自分自

身が諸制度へ緊密に関係づけられているが故に,

当初は彼の国家こそが選ばれていると信 じてい

た神に選ばれたイングランド人も,それらの諸

制度のうちのある部分,又はすべてが,選ばれ

ている国家の達成点としては相応しくないと感

じるようにな｣れば108),｢『相応 しくない』諸

制度を置き換えるために新しい諸制度｣の案出

を蒔躍 しない ｢反律法主義の瞬間｣109)を迎える｡

この ｢瞬間｣が,ポーコックによれば,宗教改

革以来のイングランドが求めてきた自律の担い

手が,国家という政治的 ･宗教的単位から,個

人に移ったことを意味している｡

107) この段落は,EG､p lO2ffによる｡

108) MM,pp 346-347.

109) ibid,p.347
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以上のようにして,｢選ばれた国民｣の言説

は,チュ-ダー体制下では統治の客体に過ぎな

かった臣民を,キリス ト教の下で個人を能動体

-擬似市民 として描 くことを可能とする言説

(-千年王国主義)に変化するが110),崩壊 した

チュ-ダー体制を ｢時間の政治学｣として支え

ていた ｢古来の国利論｣の言説に代わって,イ

ングランドの聖俗の統治諸制度の歴史的独自性

と継続性とを担保する新言説が必要となる｡ そ

れが,ポーコックによれば,個人を自律的な存

在-市民として措 くことを可能し,しかも旧約

聖書や古代ギリシア ･ローマ史を典拠として歴

史的継続性と正当性をも主張し得る新 しい ｢時

間の政治学｣を含む政治言説としてのシヴイツ

ク ･ヒューマニズムである｡ つまり,｢政治に

関する新古典的な着想 aneoclassicalconcep-

tionofpolitics｣であるシヴイツク ･ヒューマ

ニズムが,｢ある意味においてピューリタンの

千年王 国主義 の継承 者 anheirtoPuritan

millennialism｣ として立ち現れて くるのであ

る111)｡

ここで注意が必要なのは,これに先行するイ

ングランド的共和主義理念の受容,具体的には,

トマス ･モア ThomasMore, トマス ･スター

キー ThomasStarkey,トマス･スミス Thomas

110) EG,p.101.

111) MM,p ix;EG,p.101.確かに千年王国主義は,その

多義性の故に,分析概念としての有効性をめぐる論争が

あるoLかしポーコックはそれを価値体系や統治形態の

歴史的連続性を弁証する解釈様式として定式化するので,

その論争の進展はポーコックの議論の説得性に直接影響

しないと思われる (Hlllerbranded.,OxfordEncyclope-

diaoftheReformation,pp 61163;NormanCohn,The

PursuitoftheMillennium:RevolutionarymeSSianism in

medievalandReformationEuropeandltSbearingonmod-

erntotahtarLanmovements(1962ed.,London,1962);

RichardH.Popkined.,MillenarianismandMessianism

m EnglishLiteratureandThought1650-1880(Leiden,

1988),1ntrO..Lamont,GodlyRule;JamesHolstun,A

Rat10nal Millennium. Puritan Utopias of Seven-

teenth-CenturyEnglandandAmmca(NewYork,1987)

;田村秀夫編著,『イギリス革命と千年王国』,同文舘,

1990年,序章 ;田村秀夫編著,『千年王国論』,研究社出

版,2000年,序章 ;岩井淳,『千年王国を夢見た革命 :

十七世紀英米のピューリタン』,講談社,1995年,第-

章,など)0



シヴイソク･ヒューマニズムと経済学の成立

smith,の著作や,｢一九箇条提案への回答｣112)

が,近世イングランドに何の影響も与えなかっ

たとポーコックが解釈 しているのではないこと

である｡ ポーコックは,前三者において共和主

義的自律の理念が宮廷顧問官の理想像に関する

既存の言説の含意を変化させることなく,それ

に吸収 されてしまった点に113),そして後者が

主張する共和主義的 ｢混合統治 mixedgovern-

mentJが国王大権 と議会の自由からなる ｢混合

王政 mixedmonarchyJの伝統的言語慣習に吸

収された点に注目し,このいずれもが既存の言

語慣習構造を,(言い回 しの革新に相当すると

いう意味で)変更させなかったと結論するので

ある114)｡

既存の言語慣習構造を変化させ,また,新 し

い ｢時間の政治学｣に支えられた政治的言説と

してのシヴイツク･ヒューマニズムは,ポーコッ

クによれば,ジェームス ･ハ リン トン James

Harringtonによって,マキヤヴェッリとその

同時代人によって形成された言説を用いながら,

イングランド特有の展開を遂げることにより,
パラタイム
言い回しとして完成させられる｡ つまりハリン

トンはシヴイツク ･ヒューマニス トとして,グ

イッチャルディー二やジアノッティを踏まえな

112) NineteenproposltLOnSmadebybothHousesofParhament,

totheKingsmostexcellentMajestie,1642.Wing(2nded,

1994)/E1673

113) MM,pp338-341;EG,pplO31104.したがって共和
主義思想のイングランド的受容に関して,言語慣習構造
の変化に注目するポーコックと,エリザベス朝以来の共
和主義思想の人文主義的要素の継続性に注目するマー
ク･ベルト-ネンMarkkuPeltonenとを分別する点は
ここにある(MarkkuPeltonen,Classicalhumanismand

republlCanism in Englishpoliticalthought,1570-1640

(Cambridge,1995),pp.1117)o

また同一の問題を扱い,フランシス･ベイコンFran-

cisBaconの思想の分析を中心として宮廷顧問官の理想
像の積極的意味を説く興味深い論を展開するのが,木村
俊道,｢フランシス･ベイコンと(活動的生活 (vlta

activa))論｣,『東京都立大学法学会雑誌』,37巻 1号,
1996年,171-246ページ;同,｢『宮廷』の政治学- 『顧
問官』ベイコンとルネサンス期の 『宮廷』- (1)･
(2)｣,『東京都立大学法学会雑誌』,40巻 1号,1999年,
295-329ページ,40巻 2号,2000年,227-253ページ,で
ある｡

114) AC,p310ff.
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がら,古典市民が有した自律性の復活を可能と

する市民的実践を誘導するような統治形態論を

その議論の中心に置きながらも115),単なる古

典的共和主義の復活やイングランドへの移入を

企てたのではない｡ポーコックによれば,ハリ

ントンは,｢シヴイソク･ヒューマニス ト的思

考 civichumanistthougムーとイングラン ド的

政治 ･社会意識との統合,マキヤヴェッリの軍

事理論と自由土地所有のプロパティの重要性に

関するコモン･ロー的理解との統合｣をもたら

したのである116)｡

そしてその練合は,マキヤヴェッリによって

定式化されつつも明示的に関連付けられなかっ

た問題117),つまり政治的 ･軍事的自律 と武装
プ ロ パ テ イ

負担能力の源泉としての土地所有との関連の明

確化によって,封建制における軍事的依存関係

と政治的依存関係 との関連を,｢ヨーロッパ と

イングランドにおける政治権力の一般史｣ とし

てハ リントンが把握 した点に見出される118)0

別言すれば,ハ リントンの議論では,マキヤ

ヴェッリたちが時間的自律や共和国の安定性を

論ずる際に重要視 したヴイル トウの働 きを表現

する語としてプロパティが用いられ,また,共

和国の安定性と時間的継続性を確保する上でプ

ロパティと統治形態との照応関係が重要な位置

を占める119)｡だから,この照応関係の安定性

115) MM,pp389-394 この点に関して,ポーコックとは
対照的に,市民的実践に関心を持たずに制度の構築のみ
に興味を示す制度万能主義者として他の同時代共和主義
者との相違を強調してハリントンを解釈するのが,デー
ヴイスとジョナサン･スコットJonathanH.Scottであ
る(C仁拙稿,｢ポーコック以後のジェームス･ハリン
トン研究 (1)｣)0
しかし制度論を積極的に展開しない同時代の他の共和

主義者たちとハリントンとの一種の分業関係を想定する
ならば,制度万能主義者との形容が妥当かどうかは議論
が分かれる｡したがってこの重要な問いは,17世紀イン
グランドにおける共和主義の統一性と多様性の把握を踏
まえた実態解明作業と共に行われるべきである (Blalr

Worden,̀EnglishrepubllCanismつ,inJ.H Burnswith

MarkGoldieed,TheCambridgemStOryOfPolitical

Thought,1450-1700(Cambridge,1991),pp.443-475)0

116) MM,p.vlii.

117) ibid"p211

118) ibid,p386

119) ibld.,pp386-391.&400 しかしポーコックの解釈/



38 調査と研究 第25号 (2002.10)

の確保 によって,統治機構が時間的継続性-

｢不死性 immortality｣をもちうるのである120)｡

したがって時間的自律 とプロパティを明確に関

連付けた点において,ポーコックにとって,ハ

リン トンは ｢イングラン ドにおけるシヴイツ

ク ･ヒューマニズム思想の,異なる先駆者｣な

のである121)｡

そしてまた,ハリントンは,共和国に関する

理論を,イングランド的に展開させた｡それは,

｢いかなる種類の自任による聖徒の寡頭制より

も神に近いものとしてイングランド共和国｣が

存在するという主張である122)｡これは,伝統

的国利の崩壊の際に,異なる処方等を用意 した

政論家とハリントンを分かつ点である｡ つまり

ポーコックによれば,宗教的確信を持った人々

を政治的主体 (-擬似市民)とする千年王国主

義的制度観に戻ろうとするサ一 ･へンリ ･ヴェ

イン SirHenryVaneJr., ジョン ･ミル トン

JohnMilton,第五王国派に対 して,ハリント

ンは,マキヤヴェッリたちの言説を用いて,自

律 した市民からなるイングランド共和国の構築

を試みる政論家 とされる123)｡

＼が,土地所有と政治的主体との関連のハリントンによる
強調を,勃興するジェントリ階級や中産階級の代弁者と
して,土地を所有しない経済的弱者の政治的権利を否認
する目的を持つと解釈していることを意味しない｡その
主たる目的は,あくまでも政治的主体の層の拡大にある
(拙稿,｢平等なコモンウェルスとしてのオシアナ共和国
-政治的主体の土地所有の意味-｣(発表予定);AC,
ch.VI;MM,ch,XI;HI,p.54ff.,VCH,ch6).

120) MM,pp.388

121) ibid.,p 386

122) ibid.,p 385

123) MM,pp.395-396;町 pp.107-112,& 116-118ハ
リントンの統治形態論の同時代的意義の十分な分析には,
ここで言及された政論家のものを含む無数のパンフレッ
ト群に示された様 な々対案との比較検討が必要になる｡
しかしそれらが発表された1656年から1660年は,(王政
復古を明確に視野に入れた)実在の共和国体制の最後の
動揺期であることを踏まえると,統治形態論の理論的性
格と時論的なそれとを区別しながら関連付けるという微
妙な作業が不可欠となる｡その手掛かりとして有益なの

は,Worden,'EngllShrepublicanism';今井宏,『イギ1)
ス革命の政治過程』,未来社,1984年,第6章;同,｢イ
ングランド革命と国家の変容｣,『聖学院大学総合研究所
紀要』,22号,2001年,ll-4ページ,である(なお,筆
者自身の見解は,ケンブリッジ大学-提出予定の学位請
求論文において展開される｡)｡

ここで重要なのは,ポーコックが両者の比較

を必要とする二つの理由である｡ 第一のそれは,

自律の理念が同時代的重要性を持ったがゆえに,

その具体的イメージやそれを実現する処方毒の

内容は様々なものが存在 したこと,つまりハリ
パラダイム

ントンの時代において,自律の理念は言い回し

であったので,それが古典市民的な自律のみに

よって想起されうるものではないことに注意を

向ける必要があるからである｡ 換言すれば,ハ

リントンの時代に有力であった他の言説でも,

たとえば,｢自律性はピューリタンの自尊でも

満たされ得る｣のであり,また実際にピューリ

タン的自尊による表明のほうが多かったからで

ある124)｡ しかし,ハリントンは,誰が神によっ

て選ばれた選良であるのかをも多数者が判断す

べ きとするので,世襲的貴族だけでなく自任に

よる貴族-聖徒の支配よりも,可視的な要素に

よる政治的選良としてプロパティの所有者であ

る自由土地保有者 freeholdersを位置づけるこ

とによって,平等な市民からなる共和国の必要

性を説 くのである125)｡第二の理由は,｢共和国

の再建-は,黙示録的な契機｣がなくては生 じ

得ないのであり,ハリントンの場合 もまた例外

ではないことを強調するためである126)｡つま

りポーコックによれば,神の前の人間の平等 と

いう観念が,共和国という特定の統治形態の必

要性 を弁証 し,そ してまた市民的平等の宗教

的 ･道徳的前提を提供するのであって,両者は

無関係でないのである127)｡

ハリントンは,イングランドの現状 と無関係

に,古典的共和主義 という外来思想をそのまま

124) PLT,p.90.

125) MM,p 395

126) Zbid.,p.396;HI,p.26.
127) ibLd.,ch.X.ハリントンによる宗教的言説と共和主義

的言説の併用に関する具体的分析は,拙稿,｢ジェーム
ス･ハリントンの 『世俗性』と『権威への自由』一二院
制構想と『良心の自由』-｣,『イギリス哲学研究』,24

号,2001年,5-19ページ,を,またポーコックによるハ
リントンの世俗性の強調が脱宗教化の強調ではないこと

の再確認は,拙稿,｢ジェームス･ハリントン研究とJ.
G.A.ポーコック(1)･(2)｣,『経済論叢』,168巻 3

号,2001年,80-94ページ,169巻 1号,2002年,22-35

ページ,を参照せよ｡
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の形で輸入することを成 し遂げたのではなかっ

た｡ポーコックによれば,ハリントンは,内乱

期において,政治-宗教活動への積極的な参画

を要請するイングランド的時間認識に依 りなが

ら,マキヤヴェッリを媒介 した古典的共和主義

の言説と同時代的課題の要請とを最も適切に組

み合わせ,その結果として,17世紀イングラン

ドにおける古典古代的な市民像の復活に伴う言

語慣習構造の変化を体現 しているのであった｡

本節で見たように,宗教改革以来,イングラ

ンドにおいて自律に関する言説が重要な意味を

持ち続けてきたが,その含意とその理念を投影

する対象とは,現実の政治状況の下で変化を遂

げた｡当初は,ローマ教皇やカトリック教会か

らのイングランドの政治的 ･文化的 ･宗教的自

律を意味したので,自律の担い手は国家や制度

であった｡しかし伝統的国利の崩壊に際して,

自律は個人に投影されるようになった｡さらに,

千年王国主義の行動主義的側面によって,統治

の客体から主体-と転換された宗教的存在とし

ての自律 (-擬似市民的自律)を経ながら,イ

ングランドに存在する政治的 ･軍事的主体であ

る自由土地保有者を古典古代の市民と同定する

古典市民的自律へと含意が変化していった｡

そしてまた,ハリントンによって定式化され

た,政治的 ･軍事的自律 と武装負担能力の源泉
プ ロ パ テ イ

としての土地所有との関連は,ハリントン主義

者やネオ ･ハリントン主義者と呼ばれる人々だ

けでなく,アメリカ独立革命期の政論家たちに

よって,様々な理解を伴いつつも議論の共通の

前提 とされることに よって, シヴイソク ･パラダイム
ヒューマニズムという言い回しの,ハリントン

以降のさらなる革新の母胎 となる128)｡こうし

128) MM,chs.XII,ⅩⅠⅠⅠ,ⅩⅠV,& ⅩV.共和主義的言説に

限定されるわけではないが,プロパティ概念が,同時期

の政治的議論においてどのような働きをしたのかに関し

ては,H.T.Dickinson,Libertyandproperty:Political

1deologyinEighteenth-CenturyBrltam (London,1977)

を,また同概念の解釈史を概観するには,AlanRyan,

P̀roperty',inTerenceBall,JamesFart,& RussellL.

Hansoneds.,Politicalinnovationandconceptualchange

(Cambridge,1989),pp3091332,AndrewReeve,Prop-

erty(London,1986),ch3(生越利昭･竹下公視訳,/

39

て,ハリントン的なシヴイツク ･ヒューマニズ

ム理解とそれに基づ く自律の理念は,18世紀後

半の商業社会における新 しい形態のフオル

トウ-ナである経済活動による主体の腐敗の問

題を前にして,新しい ｢時間の政治学｣を伴 う

経済的主体としての自律 として読み替えられて

把握されるようになる｡ この過程の分析が,吹

節での課題である｡

Ⅴ 共和主義的言説と経済学の成立

本節では,18世紀後半に出現する商業社会の

思想分析,とりわけ共和主義的言説と経済学の

成立との関係に関するポーコックの説明を検討

する｡ これによって自律の理念が引き続き重要

性を持ちながらも,それが,古典市民的自律か

ら経済的自律,つまり経済的腐敗からの自律 と
パラダイム

して解されるようになり,そして,その言い回し

の革新と言語慣習構造の変化が,18世紀の ｢時

間の政治学｣としての経済発展に関する四段階

説に支えられているとするポーコックの解釈が

明らかにされる｡

これまでの議論が示すように,ポーコックに

よれば,ヴイル トウとフオルトウ-ナの関係は

マキヤヴェッリの定式化以後も,共和国の時間

的安定性の問題として形を変えて存続すること

によって,17世紀中庸においてシヴイツク ･
パラダイム

ヒューマニズムという言い回しを完成させたが,
パラダイム

その後の政治的議論に同一の言い回しが用いら

れることによって,それに関連する新たな言説

や含意を獲得 してきた129)｡とりわけ重要なの

は,18世紀の商業社会の出現までに,自律の理

念を表現するヴイル トゥの従来の対概念であっ

たフオル トウ-ナは,｢ヴイル トウと商業 com-

merce｣という対概念として把握されるように

なったことである130)｡その結果として,17世紀

＼ 『所有論』,晃洋書房,1989年)を参照せよ｡

129) MM,p.402但し本稿では,18世紀初頭から後半まで

のシヴイソク ･ヒューマニズムの展開過程については説

明を略しているので,その概要に関しては,MMの抄約

的解説である,田中,『共和主義と啓蒙』,43-68ページ,

を参照せよ｡

130) CPSP,p.237 (邦訳397-398ページ)
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以前とは異なり,18世紀のシヴイツク ･ヒュー

マニス トたちは,ヴイル トウを脅かす ｢腐敗や

認識不可能性｣を,はるかに ｢積極的,物質的,

そして動態的｣な用語で表現することが可能と

なる131)｡それが,ポーコックによれば,個人

的自律を脅かす可能性のあるもの (-18世紀的

なフオルトウ-ナのイメージ)としての商業で

ある｡

そして商業の成長は,｢信用貸 し,官職推薦

檀,官職への任命 を支柱 とするウイッグ寡頭

制｣の成長 と結 び付 けられた132)｡つ まり,

ウイッグ体制そのものが,腐敗の ｢近代的な形

態を代表するもの｣と見倣されたのである133)｡

したがってこの寡頭制を批判するために,17世

紀の王政復古期におけるハ リントン主義者に

よって,ハリントンの混合統治形態としての共

和国論が,ハリントン以前から存在する ｢国王,

貴族院,庶民院の歴史的 ･国利的関係を再述す

る手段｣として ｢転用｣される134)｡この過程

で,ポーコックによれば,シヴイソク ･ヒュー

マニズムが,｢『ウイッグ寡頭制』に対する批判

の一様式｣として,含意を変更されながら18世
パラダイム

紀的言い回しとして用いられる135)｡

注目すべきは,このウイッグ寡頭制批判にお

いても,引き続 き,古典市民的自律の理念が,

次の二つの面で重要な働 きをするというポー

コックの強調である｡ 第一に,寡頭制から排除

されている人々もまた古典期の市民のように自

律的な政治的主体として政治に参画する資格が

あるのであって,寡頭制の成長は,この政治的

自律性の喪失,換言すれば,｢依存 dependen-

cyが腐敗に転化する地点をはるかに超えるよ

うな,依存 [関係]の拡大｣として,その ｢自

主性 independency｣を喪失させる政治のあり

方として批判される136)｡ 第二に,常備軍関係

の官職授与によって,古典市民が有した軍事的

131) MM,p486

132) CPSP,p237 (邦訳398ページ)

133) ibid(邦訳399ペー ジ)

134) ibZd,,p.238.(邦訳399-400ページ)

135) lbLd.,p236 (邦訳397ページ)

136) lbid"p237.(邦訳398ページ)

自律性もまた,依存関係に取って代わられる危

険性があると批判される｡ そしてこれらの批判

の根底には,ポーコックによれば,古典市民が

前提 とする ｢専門化しない人間｣137)や軍事的主

体としての ｢愛国者｣とは対極の,専門化 ･分

業化を前提とする (したがって軍事的主体でも

ありえない)｢商業的人間｣に対する批判が横

たわっている138)｡

この ｢商業的人間｣が前提とする見解,つま

り,｢分業と [その結果としての]人格の多様

化は,歴史的存在である人間の自然で望ましい

帰結であるという見解を受け容れさせる点で成

功を収めた｣という理由でポーコックが着目す

るのが,新 しい ｢時間の政治学｣を伴った ｢ス

コットランドの社会思想｣の果 した役割であ

る139)｡その解釈によれば,その思想活動は,

｢ヴイル トウの所在を,古典市民的なもの the

civicから文明的なもの thecivi1-,政治的 ･

軍事的なものから経済的 ･文化的 ･道徳的なも

のの混合物,つまり端的に言えば,社会的なも

の- と決定的に移動｣ させた140)｡つ まりシ

ヴイツク ･ヒューマニズムが前提とする ｢独立

的な｣古典市民的人間像は,｢分業と専業,情

念の多様化と洗練によって,歴史的段階に応 じ

て自己形成する,動態的 ･歴史的 ･取引的な工

作人と商人｣に変化させられたのである141)｡

ここで重要なのは,この人間観の変化が,シ

ヴイツク ･ヒューマニズムが前提とする諸要素

の有効性やその影響力の否定による言説空間か

らの退場を意味するのではなく,言説としての

継続性を維持 しつつもその含意の読み替えに

よって,継続 して重要性を持つとポーコックが

解釈 している点である｡ つまり,分業的 ･専業

的人間観を前提とするスコットランドの経済学

が,ポーコックによれば,｢シヴイソク･ヒュー

マニズムの言い回しの [内包する]原理や言説

とは無関係｣に,その大部分を形成したことを

137) lbid.,p245 (邦訳409ページ)

138) lbld.(邦訳408ページ)

139) ibld.,p.238 (邦訳399-400ページ)

140) ibid.,p.240 (邦訳403ページ)

141) ibld./.p242 (邦訳405ページ)
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意味するではなく,その経済学は,シヴイツ
パラダイム

ク ･ヒューマニズムの言い回しを用いつつもそ

の含意が変化することによって,つまり ｢シ

ヴイソク ･ヒューマニズムの挑戦に応えるもの

として｣形成されたのであった142)｡

この一見すると逆説的に見えるポーコックの

説明は,プロパティ概念の含意の変化から導出

されている｡ それは,ポーコックによれば,直

接的には,｢地主的利害と貨幣的利害との論争｣

の中に見出されるが,そこでの対立は,｢富の

獲得方法をめぐる二つの対立的な認識様式にで

はなく,むしろ個人的資質と統治との関係をプ

ロパティがどのように規定するのかを認識する

二つの対立する方法｣にあった143)｡つまり,

古典的プロパティ理解と商業社会におけるそれ

がそれぞれ依拠する,人格形成とプロパティの

関係を関連付ける様式の相違にポーコックは注

目するのである｡

そ してポーコックによれば,古典的プロパ

ティ理解はさらに,共和主義的理解 と (ロー

マ)法学的理解とに分別することができる｡ 前

者によれば,プロパティとは市民が自律を維持

するための財産を意味するので,その所有は,

｢商売,交換または金儲け｣-の従事を意味す

るのでもなければ144),｢蓄財的 chrematistic｣

な機能を持つのでもない145)｡むしろそれは,

マキヤヴェッリの議論が端的に示すように146),

｢公共の事柄に従事するための余暇と自由とと

もに,独立と自律｣をその所有者に与えるもの

であるので,｢公共のために武器を取る能力｣

の維持がその日的であると同時に,その所有者

の ｢ヴイルトウの唯一の試金石｣でもあった147)｡

だから,ポーコックによれば,｢プロパティは

ヴイルトウの前提条件であるが,ヴイル トウを

142) ibid"p240(邦訳4021403ページ);坂本達哉,｢18世

紀文明社会 と 『中流』のアンビヴァレンス｣,野地洋行

編著,『近代思想のアンビヴァレンス』,御茶の水書房,

1997年,196-197ページ｡

143) VCH.p.109 (邦訳207ページ)

144) VCH,p.103 (邦訳197-198ページ)

145) CPSP､p.237 (邦訳399ページ)

146) 本稿,第Ⅲ節｡

147) VCH,p 109 (邦訳207ページ)

Lil

表現する手段｣とはなり得ない148)｡

また古典的プロパティ理解の第二のものであ

る法学的プロパティというローマ法学以来の理

解がある｡ その伝統においても,共和主義的プ

ロパティ理解と同様に,個人的資質に対するプ

ロパティの重要性は強調されるが,その含意は,

市民の前提条件よりも,むしろ ｢権利の対象｣
として149),つまり,｢プロパティは所有と権利

の客体｣ではなく,｢生産と交換の主体｣とし

て定義されていた150)｡そこでは,｢人と物とを

明確に区別すること,そして人と人との社会的

諸関係の単なる前提条件たることをやめてしま

うことによって,プロパティは,人と物との関

係,あるいは物を通 しての人と人との法学的に

規定された関係の体系｣ となる151)｡ したがっ

て,確かに,この法学的伝統は,｢正義を,『各

人にその分を与えよsuumcuiqu週｣という配分

的正義に基づく言葉で定義したので,共和主義

的プロパティ理解と同様に,｢よき生活｣を,

財産関係から,あるいは財産関係を媒介とする

人間関係から定義することを可能とする｡しか

しそれは,ポーコックによれば,｢政治的主体

としての人間の相互関係やよき生活をおくるも

のとしての自己という意識｣がどのように形成

されるのかを積極的に扱うことはないので,そ

こでのプロパティは,｢市民の相互関係ではな

く,法の下での生活に必要な,諸権威と臣民と

の関係｣を意味するにとどまる152)｡

つまりポーコックが共和主義的プロパティ理

148) CPSP,p.248 (邦訳414ページ)

149) VCH､p104 (邦訳199ページ)

150) LbZd.,p.119 (邦訳224ページ)

151) LbZd.,p104 (邦訳199ページ)

152) ibid.(邦訳199-200ページ)つまり,ポーコックはこ

の二つの伝統が重なり合う可能性を否定 しているのでは

ない｡ したがってポーコック自身がこれを否定 している

と解釈 した Lでジョン･ロバー トスンの ｢シヴイソク的

伝統｣ (JohnRobertson,̀TheScottlShEnlightenment

atthelimltSOftheCIVICtradltlOn',lnWealth& Virtue,

pp 138-140;邦訳228-229ページ) という表硯が用意

されたのであれば,その理解は不適切だといえる (拙稿,

｢ジェームス ･ハリントン研究とスコットランド啓蒙一

研究史サーヴェイの見地からのひとつの問題提言-｣,

日本イギリス哲学会関西部会,京都,2000年｡)0
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解に注 目するのは,法学的プロパティ理解の歴

史的重要性の軽視 を意味 しない153)｡それはむ

しろ,まず,このふたつの古典的プロパティ理

解が異なる機能的特徴 を持ちなが らも, ともに,

プロパティを,複雑 な道徳的世界の従属的なひ

とつの要素 と扱っていたことを確認 しなが ら,

対照的に,近代的-商業的プロパティが,｢道

徳的拘束からの解放｣だけでなく,経済的諸関

係による道徳世界の構築,つまり古典的プロパ

ティ理解 に示 された (プロパティの目的として

のヴイル トウ) とい う関係 を,(ヴイル トウの

目的としてのプロパティ) として主従関係の反

転を可能にしたとポーコックが解釈 しているこ

とを意味する154)｡そ して次 に,上記の性格 を

持った二つの古典的プロパティ理解の機能的特

徴の詳細 な分析 を踏 まえて,政治的主体 として

の人間の相互関係 との関連で個人の自律の問題

をより的確 に提起するプロパティ理解はいずれ

かという点か ら,共和主義的なそれにポーコッ

クは注目しているのである｡

ここからポーコックは,さらに二つの解釈 を

引き出す｡第一のそれは,近代の資本主義的個

人主義は,従来解釈 されてきたように自然法学

的なプロパティ理解から直接的に生成 したので

はなく,シヴイソク ･ヒューマニズムのプロパ

ティ概念 とそれが前提 とする古典市民的自律の

理念 とを母胎 としながらそれらを読み替えるこ

とで,形成 されたという解釈である｡ 第二のそ

れは,経済諸関係か ら個人的自律 を把握するよ

うになるので, 自律 を表明する主要な語嚢が,

マキヤヴェッリ的なヴイル トウを表現するもの

として18世紀初頭 か ら使用 されて きたヴァ-
マナーズ

チュ- Virtueか ら作法へ と変化するという解

釈である155)｡ しか しポーコックによれば,フオ

ル トウ-ナが商業 に置換 されたの と同様 に,

ヴイル トウもまた,近代的腐敗 を制御するもの

153) VCH,p.105 (邦訳201ページ)
154) ibid(邦訳200ページ)

155) MM,chsXVI& ⅩV.またヴァ-チュ-概念自体の

変容を強調するのは,ShellyBurtt,VirtueTransformed:

PoliticalArgumentznEngland,1688-1740(Cambrldge,

1992)である｡

第25号 (2002.10)

マナ-ス

としての ｢作法の概念に支えられて再定義 され
マナ-メ

た｣のである156)｡つまり,作法の登場は,ポー

コックの思想史の ｢破産｣の告白157)ではな く,

これまでの分析が示すように,フオル トウ-ナパラダイム
とヴイル トウの関係 を背後に持つ言い回しの革

新 の一例 としてポーコックによって描 かれて

いる｡

そ してポーコックの理論的仮説 によれば,

フオル トウ-ナとヴイル トウの関係の革新 には,

｢時間の政治学｣の革新が不可欠であったが158),
マナ-ズ パラダイム

商業 と作法 との関係 という18世紀的言い回 しが

形成 されるにあたって生 じたその革新 を,ポー

コックは,スコットランドにおける ｢古代 ･近

代論争｣に見 られる時間認識の様式の変化 に求

め る159)｡そ こでは,歴史過程 を,｢道徳 的改

善｣ と ｢上品な会話や洗練 された趣味｣-向け

た進歩 として把握する ｢時間の政治学｣が,

ポーコックによれば重要な働 きをしていた160)｡

この点から,ポーコックは,アダム ･ファーガ

ス ン AdamFerguson, ジョン ･ミラー John

Millar, そ して ア ダム ･ス ミス AdamSmith

などによる ｢歴史の四段階図式｣を,さらに具

体的には, 『道徳感情論』か ら 『国富論』への

156) VCH,p.48(邦訳91ページ)
157)水田洋,｢あとがき｣,水田･杉山監訳,『富と徳』,

615ベーン｡

158) 本稿,第Ⅱ節末尾｡

159) CPSP,p.241.(邦訳403ページ) つまりポーコッ
クは,王政復古期に行われた単なる古代と近代との比較
ではなく,その背後にあるヴイルトウとプロパティと
の主客関係の逆転とそれに伴う言語慣習構造の変化か

ら,スコットランドの論争に注目している (JosephM.

Levine,TheBattleoftheBooks:HistoryandLiteraturein

theAugustanAge(NewYork,1991);idem.,Betweenthe

AncientsandtheModerns:BaroqueCultureinRestoration

England(NewHaven,1999),水田洋,『アダム･スミス
研究』,未来社,1968年,補論1,第2,3章;舟橋善意,
『ヒュ-ムと人間の科学』,勃草書房,1985年,第5章
;坂本達哉,『ヒュ-ムの文明社会一勤労･知識･自由

-』,創文社,1995年,第4章;E.C.Mossner,̀Hume

and theanclenトmodem controversy,1725-1752:a

studyincreatlVeSCeptlCism',UniversityofTensStu-

diesinEnglish,28(1949),139-153;天羽康夫,｢ロ
バート･ウオーレスとデイヴイド･ヒュ-ムースコット

ランド啓蒙における舌代近代論争｣,『高知論叢』,73号,
2002年,293-324ページ)0

160) CPSP,p241(邦訳403ページ)
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スミスの移動を,自律の理念を経済的なそれと

把握することを可能とする言語慣習構造の変化

として描き,その変化を引き起こした新 しい ｢時

間の政治学｣の成立として解釈するのである161)｡

新 しい ｢時間の政治学｣である経済発展に関

する四段階説は,｢『スコットランド啓蒙』にお

ける 『文明社会史』 の成立｣162),つ まりポー

コックによれば,｢狩猟民から,遊牧民,農民,

商人へという移行｣が,｢豊かさの増大の説明

を提供するだけでなく,分業の発展の一連の段

階一分業はまた,社会と人格とのますます複雑

な組織化をもたらす-の説明をも与える｣163)｡

そ して,この説明によって,｢人間の人格が,

161) したがって,ここでのポーコックの説明が,『道徳感

情論』から 『国富論』への移動と両者の関係とに関する

スミス自身の内在的動機の解明に焦点を当てるという意

味での ｢アダム ･スミス問題｣の関心に対応していない

ことには注意が必要である (大道安次郎,『スミス経済

学の生成と発展』,日本評論社,1940年,124ページ以降

;高島善哉,『アダム ･スミスの市民社会体系』,岩波書

店,1974年,第3章 ;GlennR.Morrow,TheEthical

andeconomictheoriesofAdam Smith(1969ed.,New

York,1969)(鈴木信雄 ･市岡義章訳,『アダム ･スミス

における倫理 と経済』,未来社,1992年);RichardF.

Teichgraeber,'RethlnkingDasAdam Smithproblem',

Journalof BrLttShStudies,20(1981),106-123,idem.,

'FreeTrade'andMoralphilosophy:rethinkmgthesources

ofAdamSmith'sWealthofNations(Durham,1986),pre-

face;田中正司,｢『道徳感情論』 と 『国富論』｣,『『国富

論』の成立』,経済学史学会編,岩波書店,1976年,

77-99ページ ;同,｢アダム ･スミスの道徳哲学とスコッ

トランド啓蒙｣,経済学史学会編,『経済学史一課題と展

望』,九州大学出版会,1992年,第 1節 ;同,『アダム ･

スミスの倫理学- 『道徳感情論』と 『国富論』- (上)』,
御茶の水書房,1997年,第 1部第 1章 ;天羽康夫,

『ファーガスンとスコットランド啓蒙』,勤草書房,1993

年,序章)｡

162) 佐々木武,｢『スコットランド啓蒙』における 『文明社

会史』の成立｣,『『国富論』の成立』,51-76ページ ;同,

｢『スコットランド学派』における 『文明社会』論の構

成 (1)～ (4)｣,『国家学会雑誌』,85巻,1972年,

451-516ページ,667-689ページ,755-795ページ,86巻,

1973年,1-53ページ ;坂本,『ヒュ-ムの文明社会』;同,

｢18世紀文明社会と 『中流』のアンビヴァレンス｣;同,

｢市民社会から文明社会- :ロックとヒュ-ム｣,高哲

男編著,『自由と秩序の経済思想史』,名古屋大学出版会,

2002年,13-33ページ｡

163) CPSP,p 242(邦訳404-405ページ),PeterStein,

Legalevolution:thestoryofanidea(Cambridge,1980),

ch.2 (今野 ･同署 ･長谷川訳,『法進化のメタヒス ト

リー』,文英堂,1989年)
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出会った対象との相互作用を通 して形成された

ことは明白｣ となるので,｢スコットランドの

理論家たちは,人間は自らの生産様式を通 して

歴史の中で自らを作るという仮説｣の論証を,

唯一の主題ではないとしても,いくつかの重要

論点の うちの一つ として意識 していたとポー

コックは結論付けるのである164)｡この点にお

いて,経済的主体の自律は,文明社会人の自律

でもある｡

他方で,｢時間の政治学｣の革新による,18

世紀スコットランドにおける言語慣習構造の変

化が生 じた要因としてポーコックが指摘するの

が,外来の言説 としてのシヴイツク ･ヒューマ

ニズムを受け入れる土壌であり,また逆にそれ

自体の含意の変化を促す要因としてのスコット

ランドの独自の知的文脈,とりわけ重要なのは,

スコットランドの社会思想におけるローマ市民

法学研 究 civiljurisprudenceの重 要性 であ

る165)｡ポーコックによれば,その研究 を通 し

てスコットランドの知識人は,適用領域を限定

されない自然法や国際法の意義,そして国ごと

に異なる法慣習の存在を認識 しながら,ローマ

法学研究を,単なる条文解釈術ではなく,｢道

徳 ･社会 ･政治に関する重要な [相異なる]価

値体系を纏め上げる主要な様式｣の学習として

位置づ けていた166)｡その過程 において, シ

ヴイソク ･ヒューマニズムが外来の言説として

スコットランドの既存の言語慣習構造に参入す

る際には,スコットランドの汎ヨーロッパ的性

檎,あるいは地域的偏狭性を相対的に持たない

特質が既に形成されていたのである167)｡

このようなスコットランドのローマ法学研究
コスモ ポ リタン

によって影響 を受けた世界主義的思考傾向に
パラダイム

よって,言い回しとしてのシヴイソク ･ヒュ-

164) CPSP,p242.(邦訳405ページ)

165) ibid.,p.246(邦訳410ペー ジ);RIChardB.Sher,

Church and University ln theScottish Enlightenment

(Edinburgh.1985),Intro,esp,p9ff.

166) CPSP,p246.(邦訳410ページ)

167) ibid,(邦訳411ページ)､A.L マクフィー,『社会に

おける個人-アダム ･スミスの社会哲学』,ミネルヴァ

書房,1972年,第3章｡
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ン ヴ イ ツ ク

マニズムの, とりわけ一定の領域を意識 した

要素に変容が生 じる｡ つまりその言説の中核

にある自律の理念は,ポーコックによれば,

(マキヤヴェッリたちにとっての)都市共和国

や,(ハリントンたちにとっての)イングラン

ドとい う空間的に限定 された場の住人の自

律から,商業社会段階 という時間的に限定

された場の住人の自律 として,換言すれば,
ウ ル ト ラ ･ シ ヴ イ ツ ク

領域的制約により拘束されない個人の自律とし

て理解されるようになる168)｡したがって,｢ス

ミスが 『道徳感情論』で 『見知 らぬ人々の集

団』の同感を強調 し,『国富論』で,農村の小

集団から都会に出てきた個人の不安に言及｣169)

していることは,ポーコックにとってはまさに,

シヴイツク ･ヒューマニズムが自律の理念を提

供しながらも言い回しとして含意を変化させて

いる例証ではあっても,その言い回しの放棄を

意味しない｡ポーコックにとって問題は常に,

自律の理念とそれを表現する言説とが,それを

取り巻 く所与の知的 ･歴史的文脈からの影響に

よって含意を変化させられながらも,その理念

としての歴史的重要性を保持し続けているとい

う現象の解明にあるのである｡

以上を踏まえてポーコックは,スコットラン

ド啓蒙とその経済学の意義と意味とをより深 く

解明するための問題提起をする｡ それは,経済

学の道徳的性格に関する検証作業を異なる視点

から行う必要性である170)｡換言すれば,共和

主義的言説と法学的言説とを併用したスコット

ランド啓蒙の第一世代の ｢折衷的｣態度は,

ポーコックによれば,これらの二言説を,固定

的な含意を持つ ｢イデオロギー的に対立する

別々の修辞法｣として扱う従来の視点ではなく,

168) CPSP,pp242-242 (邦訳405ページ)但 し,自律の

理念において,空間的限定の要素がまったく消失するの

ではなく,その比重が以前よりも小さくなるのである｡

したがって,この点におけるポーコックの解釈 とニコラ

ス ･フィリップスンのそれとが,必ず しも対立するわけ

ではない (C仁 NICholasPhilllpSOn∴Adam Smithas

cIVicmorallS仁 1n Wealth& Virtue,p 200.(邦訳326

ページ))｡

169) 水田,｢あとがき｣,617ページ｡

170) CPSP,p251 (邦訳418ページ)
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まさにその折衷性が両者を言い回しとして扱っ

ていた証左 と仮定した上で,その言説の継続性

の背後にある通時的変化を経た含意の分析に焦

点を当てる視角によって,彼らの言語戦略の意

図により肉薄することを可能とするのである171)｡

そしてこの視角に基づいた分析作業によって,

経済学は,人格の道徳的拘束を前提とする古典

的理論の諸要素の読み替えによるその拘束から

の解放の試みであること,そして,｢経済学は

科学より道徳にはるかに関係があった｣とする

自らの主張をポーコックは立証 しようとするの

である｡具体的には,ポーコックによれば,時

間的自律を可能とし,かつ,｢あらかじめ定め

られた本性｣172)を実現するための要件でもある

｢『ヴイル トウ』の概念- とりわけその厳密に

シヴイソク的な意義における-は,『道徳感覚』

の概念とどこまで緊張関係にあったのか,また

それが存在 したとしてその緊張はどれほど克服

されたのかを,調べ｣ることが可能になる173)｡

ポーコックによれば,自らが実践する,言い回

しに注目する言説史としての思想史の手法が,

語桑の含意の固定的把握によって対象を表面的

に分類 した上で (最悪の場合は)レッテル粘 り

に終始する傾向をもつ従来の思想史が取 り扱う

ことのなかった重要な諸論点を提起することに

よって174),スコットランド啓蒙期以降の商業

社会化が人間本性とその理解様式に与えた影響

に関するより詳細な分析が可能となるのである｡

ポーコックによれば,古典市民的自律に関す

る言い回しは,引き続きその重要性を持ちなが

らも,18世紀の商業社会化の政治論争に用いら

れることによって,その含意を,経済的自律,

そして作法の洗練を目指す文明社会人の自律と

して理解されるようになった｡

この理解様式の変化の背後にあるのは,プロ

パティを人格形成の目的として理解する思考様

式の近代的転換,スコットランドのコスモポリ

171) lbid.(同上)

172) MM,p.349.

173) cpsp,p251 (邦訳418ページ)

174) MM,pp406-407
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タンな歴史的文脈,そして新しい ｢時間の経済

学｣である,経済発展に関する四段階説の出現

と,スミスによる 『道徳感情論』から 『国富

論』への移動とに象徴される言語慣習構造の組

み換えであった｡そしてこの言語慣習構造の組

み換えに注目する自らの思想史によって,商業

社会化が人間本性に与える影響や経済学の道徳

的性格に関するより微細な,そしてこれまでと

は異なった視角からの分析の展開を可能とする

とポーコックは指摘するのであった｡

ⅤⅠ お わ り に

本稿は,共和主義的言説が経済学の成立ある

いはスコットランド啓蒙思想に与えた影響に関

する議論の空回りに注目しながら,この影響に

関するポーコックの解釈の意味を明らかにする

ために,その解釈に用いられるシヴイツク ･

ヒューマニズムなどの重要概念の内容理解と相

互関係の解明を課題とした｡本節では,これま

での議論をまとめた後に,ポーコックの議論が

残した課題や応用可能性について論及する｡

第Ⅱ節では,ポーコックが,同時代的重要性,

同時代における異なる解釈異型の存在,そして
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通時的な含意の変化を遂げる理念を言い回しと

呼び,その含意の革新が,｢時間の政治学｣の

革新によって惹起されることを主張することで,

自らの思想史を言語慣習の組み換えによるその

構造の変化に注目するものとして位置づけてい

ることを確認した｡

第Ⅲ節では,マキヤヴェッリとその同時代人

の思想的営みが,自律の理念に関する言い回し

を用意したことを指摘 しながら,その諸結果か

ら合成された新しい ｢時間の政治学｣に支えら

れた,統治形態論に関する言い回しをシヴイソ

ク ･ヒューマニズムと,そして理念の解釈の革

新の連鎖をマキヤヴェッリアン･モ-メントと

ポーコックが 呼んでいることを明らかにした｡

両者は位相の異なる概念であった｡

第Ⅳ節では,自律の理念が宗教改革以降のイ

ングランドにおいて重要な意味を持ったことを

指摘 しながら,新 しい ｢時間の政治学｣として

45

のシヴイソク ･ヒューマニズムによって,その

理念に関する言語慣習構造が変化を遂げたこと,

具体的には,ハリントンによって,自律 とプロ

パティとが密接に関連付けられる17世紀イング

ランド的な自律に関する言い回しが形成される

と同時に,古典市民的自律が主張されたとポー

コックが解釈していることを確認した｡

第V節では,同様の議論の枠組みから,18世

紀後半の商業社会段階において,自律の理念が,
マナース

作法の概念によって再定義を受けながら,経済

的自律や文明人の自律としてその含意が変更さ

れること,そしてその変更が,スミスたちの経

済発展に関する四段階説が新 しい ｢時間の政治

学｣として機能したことによる言語慣習構造の

変化の産物としてポーコックが見倣 しているこ

とが明らかにされた｡

次に,本稿での議論を踏まえて,共和主義的

言説と経済学の成立に関するポーコックの思想

史解釈が残 した課題 とその論点について考察

する｡

まず指摘 しなければならないのは,18世紀後

半の商業社会段階におけるポーコックの議論は,

それ以前の時代に関する議論に比べて,基本的

な議論の枠組みが示されているのであって,そ

の完成度が異なるということである175)｡具体
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的には,言い回しの成立条件である,理念の同

時代的重要性,同時代的解釈異型の存在,そし

て含意の適時的変化の三側面のすべてから言語

慣習構造の変化を論じていた17世紀までの議論

に対 して,18世紀後半のそれは,同時代的解釈

異型と適時的変化とに関する分析と論証とが十

分になされていない点である｡

特定の理念の含意の適時的変化に関して,18

世紀的な自律の含意の成立は,それ以前の17世

紀におけるシヴイツク･ヒューマニズム含意か

らの変化を例証するのであって,ポーコック自

身の理論的枠組みに従いながら18世紀後半にお

ける含意の特徴を十分に説明するためには,19

世紀におけるシヴイツク･ヒューマニズム理解,

175) 田中秀夫,｢スコットランド啓蒙研究の学史的可能性｣,

『経済学史学会年報』,39号,2001年,1ト 12ページ｡
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そしてそれを支える新 しい ｢時間の政治学｣と

の対照において論 じられなければならない｡な

ぜなら含意の適時的変化は,前後の双方の時代

における含意の相違から説明する必要があるか

らである｡ そ して, とりわけ,シヴイツク ･

ヒューマニズムにとって重要だといわれながら

も18世紀に関する議論においては言及されな

かった古典市民的自律の理想を実現しうるため

の統治形態論の具体的内容が,17世紀のハリン

トン段階のそれを18世紀においてどのように読

み替えられたのか,そして18世紀的な理解がさ

らに19世紀においてどのように変容させられた

のか,この二つの時間的経過においてどのよう

な変化を遂げているのかに関する考察が必要で

あろう176)｡

また同時代的解釈異型の説明に関 しては,

ポーコックの思想史の性格が影響を与えている｡

つまり言語慣習構造の変化に焦点を当てるポー

コックの思想史は,言説の含意の適時的な変化

を明らかにする点では非常に優れた思想史方法

論である反面,言説の含意の同時代的異型が発

生するメカニズム,具体的には,各政論家が,

異なる含意を載せながらも同一の言説を用いる

動機と意図とを十分に説明することができない

という傾向をもっている｡ そしてこの傾向は,

特に18世紀後半の議論において問題を発生させ

る｡ それは,ポーコックによって,当該の時代

における自然法学的言説と共和主義的言説との

併用が強調されることから,同時代において同

様の言説を併用する解釈異型の形成に関する説

176) 18世紀後半において,自律の理念が領域的制約により

拘束されない自律として理解されるというポーコックの

解釈から,統治形態論の比重も相対的に低下したことが

類推可能である｡事実,ヒュ-ムにおいては ｢理想国家

論 onIdealcommonwealth｣として統治形態論に関す

る記述があるが,その著作活動全体における統治形態論

の占める位置は大きくない｡したがって,18世紀後半に

おける自律に関する言語慣習構造の変化を議論するため

には,19世紀の政論家,特に,コールリッジ,ジョー

ジ ･グロートなどにおいて,ハリントンの名前を冠され

て理解される,統治形態論と関連付けて市民的自律の関

係を説くシヴイソク ･ヒューマニズムがどのように把握

されているのか,そしてそこでの自律の理念はどのよう

に理解されているのかを分析する必要があろう｡

明が,他の時代における分析よりも,より切実

な課題として求められるからである｡

そこで,同一の時代と社会に属する政論家た

ちの思想的相違とそれぞれの特徴を明らかにす

るためには,言説史の手法に加えて,伝記的手

法に基づ く従来型の思想史の手法が併用されな

ければならない｡具体的な問題は,スコットラ

ンド啓蒙思想研究者にとって重要な,『道徳感

情論』 と 『国富論』 との関係についてのポー

コックの説明が,前者から後者-の移動を言語

慣習構造の変化の例証として言及しているにと

どまり,スミス自身の内的動機の探求を主たる

関心事 としていない点にある177)｡つまりポー

コックの説明は,スミスを含むスコットランド

啓蒙知識人が,上記の言語慣習構造の変化の渦

中にあったことを明らかにしたけれども,スミ

ス自身の内的動機を明らかにするという意味で

の,スミス研究史上の重要論点である ｢アダ

ム ･スミス問題｣には対応していないのである｡

そこから,ポーコックによる言説史の接近法

と伝記的分析を含む思想内在的分析手法との併

用が必要になるのではないか｡前者によって,

言説の併用 ･融合可能性を前提 とすることに

よって,含意の通時的変化に注目することがで

き,そして後者によって,適時的変化のなかで

の同時代的偏差を説明することが出来る｡した

がって,言説史の利点を意識しながら,従来型

の思想史による知見を加味することによって,

個別の思想家の分析をより精微に行うことがで

きる｡

二つの接近法の併用に関して参考になるのは,

177) この点に関しても,ポーコック派や ｢シヴイソク派｣

と呼ばれる研究者の議論が,ポーコック自身の議論との

差異を十分に考慮されないまま同一視されていることに

よる研究史の混乱が見受けられる｡ポーコック自身の議

論は,自らの思想史とその方法論の適用によるスミス研

究への貢献の可能性を,きわめて控えめに言及するに過

ぎない (本稿,第V節 ;渡辺恵一,｢『国富論』の成立問

題- ｢政治家ないし立法者の学｣としての経済学-｣,

『立命館経済学』,第44巻 3号,1995年,110-127ペー

ジ)0 Cf.,JohnDwyer,LVirtueandlmPrOVement･the

clVICworldofAdamSmltll',1nPeteH ones&Andrew

S Skinnereds.,Adam SmithReviewed(Edinburgh,

1992),pp 1901216.
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スミス研究をめぐる内田義彦と小林昇による論

争-内田 ･小林論争である178)｡この論争に関

しては,従来は,経済史認識や重商主義の概念

規定の妥当性の論点からの整理が行われてきた｡

しかし,思想史的な視点から見ると,この論争

によって明らかにされたのは,ある人物の思想

を分析するに当たって同時代人との思想的差異

をどの程度踏まえるのかということが思想史研

究にとって重要性をもつという教訓であるとい

えるのではないか｡つまり,ある人物の思想を

思想内在的手法を中心にして分析することは,

その対象自身の説明を鵜呑みにしてしまう危険

性を常に季んでいる｡ 具体的には,その諸著作

に示されたスミス自身の見解や分析を前提に評

価を下す内田の解釈と,同時代人ジェームス ･

ステユアー トやタッカーとの関係を視野に入れ

た相対化された小林のスミス解釈との対立は,

かれらのスミス像やその時代の経済史認識の妥

当性からのみ論 じられる問題なのではなく,

ポーコックの思想史がわたしたちに投げかけた

のと同様の問題,つまり同時代における言語慣

習構造の変化を跡付ける言説史の手法と,その

変化に対する政論家の主体的意図の分析を可能

とする伝記的手法との併用の必要性の再認識を

迫っているのではないだろうか｡

また内田 ･小林論争を離れたとしても,スミ

スとステユアー トとの関係は,シヴイソク ･

ヒューマニズムの影響を考えると,別の視点か

らも重要になってくるのではないか｡ つまり,

スミスやヒュ-ムの思想が,シヴイツク･ヒュー

マニズムに関連する ｢立法者の科学｣であると

いう説明179)をどのように評価するのかという

178) 星野彰男,｢アダム ･スミス研究の現状と将来｣,『経

済学史学会年報』,39号,2001年,28-34ページ ;内田義

彦,｢タッカーとスミスー小林昇氏の近業 『重商主義解

体期の研究』によせて-｣,内田義彦編著,『古典経済学

研究 (上)』,未来社,1957年,274-305ページ;小林昇,

｢あとがき｣,『小林昇経済学史著作集』,Ⅳ,未来社,

1977年,42ト433ページ ;杉原四郎,｢日本におけるアダ

ム ･スミス｣,大河内一男編,『国富論研究』,Ⅲ,筑摩

書房,1972年,175-182ページ,などを参照せよ｡

179) DonaldWinch,AdamSmith'sPolitics:anessayinhlS-

toriographicrevision(Cambrldge,1978)(永井義雄 ･/
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問題である｡ その指示内容が,何らかの政策科

学的,あるいは為政者への提言という観点を持

つということであれば,立法者概念と (ステユ

アー トの)statesman概念 との関係の分析や,

立法者の役割に関するシヴイソク ･ヒューマニ

ズムの18世紀における変容の再検討が必要では

ないか｡なぜなら,ポーコックの言うところの

シヴイソク ･ヒューマニズムは,17世紀初頭の

イングランドにおいて存在 した,為政者への提

言を目指す ｢宮廷顧問官｣の言説とは区別され

ていたからである180)｡そして,18世紀後半の

含意としてこの点が変更されているのかどうか

に関するポーコック自身の言及がないことを考

え合わせると,シヴイツク ･ヒューマニズム概

念を利用する18世紀研究者による,この点に関

する分析と議論が新たに必要であろう｡

そして,ポーコックも指摘するように,自然

法学とシヴイツク ･ヒューマニズムの言説が,

どのように併用されていたのかに関しては,そ

の重要語嚢の含意の適時的変化と同時代的解釈

の幅とを分析する過程で明らかにされ得る｡ こ

の点において,スコットランド啓蒙思想の担い

手におけるプロパティ概念の異動の分析は,読

論の出発点として大変有益であるが,その際に,

プロパティ理解の峻別可能性とともにその融合

可能性についてもポーコックが言及していたよ

うに,自然法学的思考と共和主義的なそれとの

関係が常に二項対立的に把握されるわけではな

いことを十分に認識しなければならないであろ

う181)｡なぜならポーコックが指摘 したように,

＼近藤加代子訳,『アダム ･スミスの政治学一歴史方法論

的改定の試み-』, ミネルヴァ書房,1989年);Knud

Haakonssen,TheScienceofaL,egislator:thenaturaljuris-

prudenceofDavidHumeandAdam Smith(Cambridge,

1981)(永井義雄 ･鈴木信雄 ･市岡義幸訳,『立法者の

科学-デイヴイッド･ヒュ-ムとアダム ･スミスの自然

法学-』,ミネルヴァ書房,2001年)

ユ80) 本稿,第Ⅳ節｡この点に関する異なる理解は,例えば,

田中正司,『アダム ･スミスの自然法学』,132-139ペー

ジ,を参照せよ｡しかし田中が ｢『歴史』主義｣と一括

して呼ぶ研究者たちに対する批判 (同書139-142ページ)

は,本稿の議論が示したように,ポーコック批判として

は妥当性を欠くように思われる｡なお本特集号所収の森

直人の論考も参照せよ｡

181) スコットランド啓蒙思想におけるプロパティ理解の/
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両者を二項対立的に把握することによって,こ

の併用による含意の多様性とその幅の可能性を

必要以上に狭めることは避けなければならない

からである｡

次に,スコットランド啓蒙思想の地域性につ

いても議論が分かれるが,これは,フランス啓

蒙との相違に関する従来の見解との関係で興味

深い論点を示す｡それは,スコットランド啓蒙

の (運動としての)社会的広がりと共和主義的

言説との関連をどのように分析するのかという

問題である｡ つまり,前者において聖職者や大

学人の果たした積極的な役割の強調は,その思

想運動が,従来の社会階層秩序を利用しながら

その外苑を広げていったということの反面であ

るといえる｡ そうであるならば,啓蒙知識人と

ウイザ-スプーンなどの民衆派知識人との間に

おいて,自然法学的言説と共和主義的それとの

併用の有無,併用があるとすればその様相が異

＼様相は,生越利昭,｢スコットランド啓蒙における所有
の問題:問題意識と分析視角設定のために｣,『研究資

料』(神戸商科大学),第100号,1988年,1-13ページ;
同,｢ステア卿とカーマイケルの所有論:スコットラン
ド啓蒙における所有論の二類型｣,『商大論集』(神戸商
科大学),第40巻第2号,1988年,25-56ページ;同,
｢F.}＼ナスンの所有権思想｣,田中敏弘編著,『スコッ
トランド啓蒙と経済学の形成』,日本経済評論社,1989

年,27-51ページ;同,｢ターンブルにおける人間･所
有･社会:スコットランド啓蒙における所有思想の一形
態｣,『商大論集』(神戸商科大学),第44巻第4･5号,
1993年,1851219ページ,などを参照せよ｡

なるのか,そこから社会階層と併用の様相との

間に何らかの相関性を見出すことができるのか,

などの問題を提起すると思われる｡

ポーコックの思想史に関するいくつかの論点

を提示してきたが,それらは,その思想史の応

用不可能性ではなく,その応用可能性を追求す

るための前提条件が,ポーコックの議論やそこ

で用いられる重要概念をどのように理解したの

かを各解釈者がその利用に先立って示す必要性

を示していた｡理念の継承性を維持しながらもパラダイム
その含意の変化に着目する言い回しの思想史が,

感染経路を明確に把握 しにくい ｢伝染病｣182)と

異なる可能性はまさにこの点にあるように思わ

れる｡

【付記】 本稿は,平成14年度科学研究費補助金によ

る研究成果の一部である｡

182) 水臥 ｢あとがき｣,614ページ｡




